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序  文 

 

独立行政法人国際協力機構は、キルギス共和国のバトケン州における道路維持管理及び舗装

機材整備計画にかかる協力準備調査を実施することを決定し、同調査を（株）片平エンジニア

リング・インターナショナルに委託しました。 

調査団は、2022 年 10 月から 2022 年 12 月までキルギスの政府関係者と協議を行うとともに、

計画対象地域における現地調査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運

びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこ

とを願うものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援いただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

2023 年 2 月 

 

 

 

独立行政法人 国際協力機構 

社会基盤部 

部長 田中 啓生 TANAKA Hiroo 

  



 

i 

要  約 

 

１. 国の概要 

中央アジアに位置するキルギス共和国（以下、「キ」国）は、旧ソビエト連邦の共和制国家で

ある。198,500km2（日本の約 1/2）の国土に約 670 万人の人口を擁する。国土全体の 40%が標高

3,000m を超える山国である。国土は東西に長く、緯度は北緯 40 度であり、中国との国境には天

山山脈が延びる。南に位置するタジキスタンに向かってパミール高原が広がる。 

「キ」国は、1991 年にソビエト連邦の崩壊後に独立し、旧ソ連を構成していた中央アジア 5

カ国で「 も民主的」といわれる。独立後、1992 年の価格自由化を皮切りに、IMF の緊縮財政

勧告に従って急進的市場改革路線を推進した。ソ連崩壊の混乱の中で経済不振が続いたが、1996

年に独立後初めて GDP がプラスに転じた。その後、1998 年ロシア金融危機の影響を受け、財政

が逼迫するなど危機もあったが、基本的にはプラス成長が続いている。経済は、ロシアへの出

稼ぎ労働者からの送金に大きく依存している。また、2014 年には、ユーラシア経済連合に加盟

している。IMF による 2021 年の統計値によると GDP は 85.4 億 USD であり、一人当たりの GDP

は 1,283USD である。実質経済成長率は 3.7%、物価上昇率は 11.9%、失業率は 6.6%である。 

 

２. プロジェクトの背景、経緯及び概要 

「キ」国南西部のバトケン州は、国土の約 10%を占め、約 55 万人が住んでいるが、南、西、

北はそれぞれタジキスタン、北東部はウズベキスタンと国境を接し、州内にこれらの国の領土

の飛び地が存在するなど複雑な国境線を形成しており、近隣国との国境紛争が度々発生してき

た。そのため、同国内でも特に開発が遅れており、これまでドナーの支援も届いていなかった

ため、貧困率・失業率とも全国平均より高い。さらに 2020 年以降は新型コロナウイルス感染拡

大の影響を受け、一部の出稼ぎ労働者が帰国を余儀なくされ、失業者の増加による社会不安が

懸念されることから、同州の開発は急務であり、同国政府は中期戦略「キルギス共和国国家開

発戦略 2021-2026」において、国内経済格差の是正を掲げ、同州の開発を重点的に行っていく方

針を打ち出している。また、バトケン州はウズベキスタンやタジキスタンなど周辺国との国際

幹線道路網が行きかう交通の要衝に位置し、同道路網が同州の経済を支えていることから、同

道路網を着実に維持管理していくことが重要である。特に近年、同州では春に、南部に位置す

るアライ山脈の氷河からスフ川やカラクシン川などを通じて流下する雪解け水が温暖化の影響

により増水し、鉄砲水や河川の氾濫による泥流の発生や土石流下、地滑り、地盤の法面崩壊な

どにより、幹線道路が被災する自然災害が急増している。運輸通信省（MOTC）による道路復

旧作業がなされているが、バトケン州では道路災害の急増に追い付いておらず、その結果、１

回の復旧に１週間以上を要し、その間、交通や物流が遮断され、同州の経済に甚大な影響が生

じている。また、MOTC が管轄する同州内の約 1,409km の国際幹線道路の内、約 60%が未舗装

の状態であり、土砂流出の原因にもなっている。 

このような背景より、無償資金協力により道路維持管理機材及び舗装機材を整備し、MOTC

が管轄しているバトケン州内の道路の維持管理及び舗装の舗設に寄与することにより、同州の

物流の安定化及び安全性の向上に貢献することを目指し、要請がなされた。 

 

 



 

ii 

３. 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

JICA は「道路の維持管理の現況に係る情報収集・確認調査」のための調査団を 2022 年 7 月

18 日から 7 月 31 日まで現地に派遣し、バトケン州を中心とする「キ」国全土の道路維持管理

の現況調査を実施した。その後、「キ」国政府の要請を受けて、日本政府は運輸通信省傘下のキ

ルギス道路公社（SEK）を実施機関とする「バトケン州における道路維持管理及び舗装機材整備

計画」についての協力準備調査の実施を決定した。情報収集・確認調査から帰国後、現地調査

結果に基づいて 適な事業内容について概略設計を行い、その内容を取りまとめて協力準備調

査報告書（案）を作成した。JICA は協力準備調査報告書（案）の説明のため、調査団を 2022 年

12 月 3 日から 12 月 11 日まで現地に派遣し、その内容について「キ」国関係者と協議・確認を

行った。 

要請機材を踏まえた上で、実施機関であるキルギス道路公社（SEK）と 2022 年 12 月 12 日に

合意した協議議事録において、本プロジェクトの対象となるのはバトケン州で SEK が実施する

道路の維持管理及び舗装に用いる機材とし、SEK によって機材の運用・維持管理を実施するこ

とを確認した。 

本調査は、要請の必要性及び妥当性を確認するとともに、無償資金協力案件として適切な概

略設計を行い、事業計画（調達機材の数量、仕様等）や機材の維持管理計画を策定し、概略事

業費を積算することを目的として実施した。本調査により協議・確認を行った 終要請機材を

以下に示す。 

 

最終要請機材 

機 材（台） DEP2 DEP13 DEP46 
SEK バトケン支社 

合 計 
優先高 優先低 

1 アスファルトカッタ 2 2 2 0 0 6 

2 振動コンパクタ 2 2 2 0 0 6 

3 ハンドブレーカ 2 2 2 0 0 6 

4 エアーコンプレッサ 1 1 1 0 0 3 

5 アスファルトスプレーヤ 1 1 1 0 0 3 

6 ハンドガイドローラ 1 1 1 0 0 3 

7 散水車 0 0 0 1 (2) 1 (3) 

8 エクスカベータ 0 0 0 1 0 1 

9 ホイールローダ 0 0 0 1 0 1 

10 土工用ローラ 0 0 0 1 (2) 1 (3) 

11 ブルドーザ 0 0 0 1 0 1 

12 ダンプトラック 0 0 0 5 0 5 

13 クレーン付きトラック 1 1 1 0 0 3 

14 トラクタトレーラ 0 0 0 1 (1) 1 (2) 

15 移動修理車 0 0 0 1 0 1 

16 アスファルトプラント 0 0 0 1 0 1 

17 骨材プラント 0 0 0 1 0 1 

18 アスファルトフィニッシャ 0 0 0 1 0 1 

19 ロードローラ 0 0 0 1 0 1 

20 タイヤローラ 0 0 0 1 0 1 

21 クレーン 0 0 0 1 0 1 

合 計 10 10 10 18 (5) 48 (53) 
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なお、優先度低の 5 台の機材については、必要性はあるが本事業規模から現時点での調達が

困難な機材となる。今後世界情勢に影響を受ける輸送費や為替レートの変動によって積算や入

札時に事業費に残余が生じた場合に調達を検討する。 

「キ」国では、性能と品質の高い日本・欧米メーカー製の機材が多く普及している。現地の

オペレータ、メカニックもそれら機材の取り扱い・操作に習熟しているため、「キ」国側もそれ

ら機材の調達を要望している。よって、本計画では日本・欧米メーカー製品を調達先とする。 

 

４. プロジェクトの工期及び概略事業費 

本プロジェクトを我が国の無償資金協力により実施する場合、実施設計期間は 5.5 ヶ月、機

材調達期間は 16.0 ヶ月、合計 21.5 ヶ月と想定される。本プロジェクトは我が国の無償資金協力

の取り決めに従って実施され、事業費は本プロジェクトに対する交換公文締結前に決定される。 

 

５. プロジェクトの評価 

(1) 妥当性 

本プロジェクトは、プロジェクト完了後に発現する効果の程度を考慮し、無償資金協力によ

る協力対象事業として実施することは、以下の観点から妥当であると判断する。 

 国家開発戦略（2018～2040）では道路分野について、①質の高い道路の必要性、②毎年

200km の国際道路を含む 550km の道路補修、③毎年 500km の国際道路の改修、④有料道

路の導入検討、⑤道路補修に必要な材料と労働力の国内調達が上げられている。またバ

トケン州については、“公共投資を灌漑システムの復旧と建設及び輸送とエネルギーイン

フラの建設と近代化に注力”、“近隣諸国との境界画定と分界に関する作業を継続”、“バ

トケン市及びバトケン－オシュ間の交通安全確保のための交通インフラの改修”を上げ

ている。また、同開発戦略を受けた 2026 年までの国家開発計画では、バトケン州の開発

を重視する方針を打ち出し、新規道路、特にウズベキスタンやタジキスタン領の飛び地

を迂回するバイパスの建設や、既存道路のリハビリテーションを行動計画に組み込むな

ど、道路網の整備を進めることとしている。よって本プロジェクトによるバトケン州の

道路維持管理及び舗装機材の整備は、これらに貢献するものと位置づけられる。 

 

 我が国が「キ」国政府の方針に沿う形で、対キルギス国別援助計画で定められた重点分

野の一つである「運輸インフラ維持管理と地域内格差の是正」に向け、道路維持管理に

重点を置いた協力を続けていることとも本プロジェクトは合致する。 

 

(2) 有効性 

1) 定量的効果 

本プロジェクトの実施により、SEK バトケン支社が管轄する道路の維持管理状態が改善

する直接効果が得られると考えられる。効果指標としては、本プロジェクトに関連しない

外注による道路維持管理を含めず、SEK 直営による作業量を成果値とする。 

定量的効果については、2021 年を基準年とし、事業完成（2025 年）後 3 年の 2028 年を目

標年として目標値を設定する。プロジェクトの実施により期待される定量的効果を次表に

示す。 
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定量的効果 

指標名 基準年（2021 年） 目標年（2028 年） 

ポットホール等の補修（パッチング）面積（m2/年） 6,930.5 13.861.1※1 

アスファルト舗装（km/年） 12.0 24.0※2 

未舗装道路の整備（km/年） 375.3 500.4※3 

 

【目標値算定の条件】 

※1：各 DEP の平均パッチング施工実績（2021 年）＝2,310.2m2/年 

 3 つの DEP にパッチング施工機材が 1 セットが整備されるため 

  （2,310.2 m2/年×3 セット）＋6,930.5 m2/年＝13,861.1 m2/年 

 

※2：アスファルト舗装の施工実績及びアスファルトプラントの能力から年間舗装距離は 

  200m/日×20 日/月×6 月/年（5～10 月）＝12,000 m/年 

  12.0 km/年＋12.0 km/年＝24.0 km/年 

 

※3：各 DEP の平均未舗装道路整備実績（2021 年）＝125.1 km/年 

 SEK バトケン支社に未舗装道路整備機材１セットが整備されるため 

  （125.1 km/年×1 セット）＋375.3 km/年＝500.4 km/年 

 

2) 定性的効果 

本計画における定性的効果は以下の通りである。 

① 適切な道路整備が行われることにより、道路の走行性・安全性が向上する 

② 未舗装道路の舗装化及び未舗装道路の整備により、移動時間が短縮される 

③ 洪水などの災害復旧による、交通遮断の期間が短縮される 
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道路維持管理事務所位置（組織改編前 2022 年 3 月） 

 

 

 

道路維持管理事務所位置（組織改編後 2022 年 7 月） 

 

調査対象位置図 

  



 

 

   

1.アスファルトカッタ 2.振動コンパクタ 3.ハンドブレーカ 

  

 

 

   

4.エアーコンプレッサ 5.アスファルトスプレーヤ 6､ハンドガイドローラ 

  

 

 

 
  

7.散水車 8.エクスカベータ 9.ホイールローダ 

  

 

 

   
10.土工用ローラ 11.ブルドーザ 12.ダンプトラック 

  

 

 

 

  

13.クレーン付きトラック 14.トラクタトレーラ 15.移動修理車 

主要調達機材イメージ図（1/2） 

  



 

 

  
 

16.アスファルトプラント 17.骨材プラント 18.アスファルトフィニッシャ 

  

 

 

   
19.ロードローラ 20.タイヤローラ 21.クレーン車 

主要調達機材イメージ図（2/2） 



 

 

現況写真（1/2） 
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

キルギス共和国（以下、「キ」国）は内陸国であり、同国内の物流・人流はその 95%を道路交

通に依存し、うち幹線道路は国際幹線網としての重要な機能を担っている。現在約 34,000km に

及ぶ道路網が整備されており、農道や工業道路を除く約 19,000km の公道が運輸通信省（Ministry 

of Transportation and Communications：MOTC）の管轄下にある。 

一方、同国南西部のバトケン州は、中央アジアの中でも農業が盛んなフェルガナ盆地に位置

するが、南、西、北はそれぞれタジキスタン、北東部はウズベキスタンと国境を接しており、

州内にこれらの国の領土の飛び地が存在するなど複雑な国境線を形成しており、地域的には交

通の要衝となっている。同州は国土の約 10%を占め、約 55 万人が住んでいるが、このような立

地から国境紛争が度々発生し、治安面での理由などでこれまでは政府やドナーの支援が届いて

いなかったため、独立以降社会経済開発は進んでおらず、農業以外に産業が発達していないこ

とから、同国内で も貧困率が高く、出稼ぎ送金に依存している地域である。 

このような状況を受けて、同国政府は、2021 年に発表した中期戦略「キルギス共和国国家開

発戦略 2021-2026」において同州の開発を重視する方針を打ち出した。同州は酪農、農業、鉱物

資源において開発のポテンシャルがあるものの、全ての物流を道路輸送に頼っているため、上

記戦略でも、新規道路、特にウズベキスタンやタジキスタン領の飛び地を迂回するバイパスの

建設や、既存道路のリハビリテーションを行動計画に組み込むなど、急激に道路網の整備を押

し進めている。 

しかし一方で、現状では既存道路の舗装や維持管理が追いついておらず、同州内で MOTC が

管轄する約 1,400km の国際幹線道路の内、約 60%が未舗装の状態であり、舗装された道路も老

朽化が進んでいる。その結果、同州内での交通事故の発生件数は同国内の他州と比較しても極

めて高いなど、物流の大きな障害となっており、産業発展の基礎である物流の大きな妨げになっ

ている。さらに近年、同州の南部にあるアライ山脈からスフ川やカラクシン川などを通じて流

下する雪解け水が、気候変動による温暖化の影響により増水し、河川の氾濫による泥流が道路

を遮断する災害が 2021 年は州内で 10 件以上発生していることも新たな課題となっている。 

 

1-1-2 開発計画 

「キ」国政府は、2018 年に「2018～2040 年のキルギス共和国国家開発戦略」（National 

Development Strategy of the Kyrgyz Republic for 2018-2040）を発表している。その中で「III 経済

的繁栄と発展のための環境の質、3.2 発展のための安定した環境の構築、・質の高いインフラ」

で道路分野については、①質の高い道路の必要性、②毎年 200km の国際道路を含む 550km の道

路補修、③毎年 500km の国際道路の改修、④有料道路の導入検討、⑤道路補修に必要な材料と

労働力の国内調達が上げられている。また同戦略の「VI 中期的 優先施策、6.2 地域発展の方

策、・バトケン州」では、“公共投資を灌漑システムの復旧と建設及び輸送とエネルギーインフ

ラの建設と近代化に注力する。また、近隣諸国との境界画定と分界に関する作業を継続する”

としている。道路分野に関しては、“バトケン市及びバトケン－オシュ間の交通安全確保のため

の交通インフラの改修”を上げている。 

同開発戦略を受け、「キ」国政府は、2021 年に発表した中期戦略「2026 年までのキルギス共
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和国国家開発計画」（National Development Program until 2026）において、バトケン州の開発を重

視する方針を打ち出している。同州は酪農、農業、鉱物資源において開発のポテンシャルがあ

るものの、全ての物流を道路輸送に頼っているため、同開発計画でも、新規道路、特にウズベ

キスタンやタジキスタン領の飛び地を迂回するバイパスの建設や、既存道路のリハビリテー

ションを行動計画に組み込むなど、急激に道路網の整備を押し進めている。 

 

1-1-3 社会経済状況 

「キ」国は、中央アジアに位置する旧ソビエト連邦の共和制国家である。198,500km2（日本

の約 1/2）の国土に約 670 万人（2022 年：国連人口基金）の人口を擁する。国土全体の 40%が

標高 3,000m を超える山国である。国土は東西に長く、緯度は北緯 40 度であり、中国との国境

には天山山脈が延びる。南に位置するタジキスタンに向かってパミール高原が広がる。 

夏季に雨が少ない温帯の地中海性気候に相当する。山地は亜寒帯湿潤気候、特に高地は高山

気候となる。 も暑い時期は 7 月と 8 月で平均 高気温は 30 度～33 度程度、また、気温が

も低い時期の平均 低気温は 12 月～2 月で-5 度～-7 度である。夏期は降水が少なく、冬期は一

定の降水があり、年間降水量は 462mm である。 

「キ」国は、1991 年にソビエト連邦の崩壊後に独立した。旧ソ連を構成していた中央アジア

5 カ国で「 も民主的」といわれる。主要産業は農業及び牧畜業、農畜産物を加工する食品加工

業、金採掘を中心とする鉱業であり、エネルギー資源には恵まれていないが、水資源が豊富で

ある。「キ」国統計委員会（2021 年）によると主要輸出品目は、宝石・貴金属、鉱産物、卑金属、

野菜・果物類、衣類・繊維製品となっている。主要輸入品目は、鉱産物、衣類・繊維製品、機械

類、化学製品、卑金属である。主要輸出国は、ロシア、カザフスタン、イギリス、ウズベキスタ

ン、トルコとなっている。主要輸入国は、ロシア、中国、カザフスタン、トルコ、ウズベキスタ

ンである。 

独立後、1992 年の価格自由化を皮切りに、IMF の緊縮財政勧告に従って急進的市場改革路線

を推進した。ソ連崩壊の混乱の中で経済不振が続いたが、1996 年に独立後初めて GDP がプラ

スに転じた。その後、1998 年ロシア金融危機の影響を受け、財政が逼迫するなど危機もあった

が、基本的にはプラス成長が続いている。経済は、ロシアへの出稼ぎ労働者からの送金に大き

く依存している。また、2014 年には、ユーラシア経済連合に加盟している。IMF による 2021 年

の統計値によると GDP は 85.4 億 USD であり、一人当たりの GDP は 1,283USD である。実質経

済成長率は 3.7%、物価上昇率は 11.9%、失業率は 6.6%である。 

 

1-2 無償資金協力の背景・経緯及び概要 

バトケン州は、国土の約 10%を占め、約 55 万人が住んでいるが、南、西、北はそれぞれタ

ジキスタン、北東部はウズベキスタンと国境を接し、州内にこれらの国の領土の飛び地が存在

するなど複雑な国境線を形成しており、近隣国との国境紛争が度々発生してきた。そのため、

治安面の理由などから同国内でも特に開発が遅れており、これまで政府やドナーの支援も届い

ていなかったため、独立以降社会経済開発は進んでいない。また農業以外に産業が発達してい

ないことから、同国内で貧困率・失業率とも全国平均より高く、海外からの出稼ぎ送金に依存

している地域である。さらに 2020 年以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、一部

の出稼ぎ労働者が帰国を余儀なくされ、失業者の増加による社会不安が懸念されることから、
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同州の開発は急務であり、同国政府は中期戦略「キルギス共和国国家開発戦略 2021-2026」にお

いて、国内経済格差の是正を掲げ、同州の開発を重点的に行っていく方針を打ち出している。 

バトケン州はウズベキスタンやタジキスタンなど周辺国との国際幹線道路網が行きかう交通

の要衝に位置し、同道路網が同州の経済を支えていることから、同道路網を着実に維持管理し

ていくことが重要である。特に近年、同州では春に、南部に位置するアライ山脈の氷河からス

フ川やカラクシン川などを通じて流下する雪解け水が温暖化の影響により増水し、鉄砲水や河

川の氾濫による泥流の発生や土石流下、地滑り、地盤の法面崩壊などにより、幹線道路が被災

する自然災害が急増している。 

MOTC による道路復旧作業がなされているが、バトケン州では道路災害の急増に追い付いて

おらず、その結果、１回の復旧に１週間以上を要し、その間、交通や物流が遮断され、同州の

経済に甚大な影響が生じている。また、MOTC が管轄する同州内の約 1,409km の国際幹線道路

の内、約 60%が未舗装の状態であり、土砂流出の原因にもなっている。 

このような背景より、無償資金協力により道路維持管理機材及び舗装機材を整備し、MOTC

が管轄しているバトケン州内の道路の維持管理及び舗装の舗設に寄与することにより、同州の

物流の安定化及び安全性の向上に貢献することを目指し、要請がなされた。 

 

1-3 我が国の援助動向 

「キ」国に対して我が国は、国別援助方針（2012 年）に掲げられた援助重点分野「運輸イン

フラ維持管理と地域間格差の是正」及び「社会インフラの再構築」の 2 つに合致する。更に、

対「キ」国 JICA 国別分析ペーパー（2020 年 3 月）において分析された開発課題「産業多角化

に資するインフラ整備」に合致する。この方針の下、我が国は道路維持管理に関する多数の支

援を実施してきた。これにより「キ」国側は、道路維持管理の重要性の認識を新たにし、無償

資金協力による機材調達後に道路維持管理に係る予算を増額するなどの自助努力を図りつつあ

る。特に道路維持管理機材の整備については無償資金協力によって、過去 3 件の道路維持管理

機材及び 6 州の整備工場の改善を実施し、大きな成果を上げている。しかし初期 2 件の道路維

持管理機材整備プロジェクトでは対象道路を限定したため、全 57DEP 中、30%の 17DEP には機

材整備がなされていない。具体的には東部州（チュイ、イシククリ、ナリン）の 14DEP には機

材が整備されてない。またバトケン州の 3 つの DEP にも機材が整備されておらず、我が国の支

援が行き届いていない地域が存在している。 

このため機材が整備されていない DEP では、保有機材の老朽化や不足により、管轄道路の維

持管理が十分に行えていない現状となっている。特にナリン州道路維持管理機材整備計画では

対象道路を BNT 道路（ビシュケク-ナリン-トルガルト道路）としたため、ナリン州の主要道路

を管轄している旧 PLUAD3 には、過去の案件で全く機材が供与されておらず適切な道路維持管

理機材が困難な状況である。 

本調査の対象となるバトケン州の道路を管轄しているキルギス道路公社バトケン支社（旧

OBI UAD）についても過去の案件で全く機材が整備されておらず適切な道路維持管理機材が困

難な状況である。MOTC はこれらの地域に対しても、我が国支援による道路維持管理機材整備

を強く要望しており、本事業の要請の元となる東部地域（チュイ、イシククリ、ナリン）及び

南部地域（バトケン）への機材整備の要請となった。同様に東部地域についても機材整備の必

要性も高い。図 1-1 に我が国支援による機材整備状況を示す。 
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図 1-1 我が国支援による機材整備状況 

 

我が国の主な援助概要（道路分野）は、表 1-1、1-2 の通りである。 

 

表 1-1 我が国の技術協力・有償資金協力案件（道路分野） 

協力内容 実施年度 案件名 概要 

有償資金協力 1996-2002 ビシュケク－オシュ道

路改修事業 

ビシュケク－オシュ道路（約672km）のうち緊

急性の高い区間（約38km）の改修 

有償資金協力 1998-2006 ビシュケク－オシュ道

路改修事業（II） 

ビシュケク－オシュ道路（約672km）のうち緊

急性の高い区間（約128km）の改修 

専門家派遣 2008- 道路行政アドバイザー 運輸通信省（MOTC）による道路行政に関す

る助言・支援 

技術協力プロ

ジェクト 

2008-2011 道路維持管理能力向上

プロジェクト 

MOTCの道路（舗装）維持管理能力の向上 

技術協力プロ

ジェクト 

2011-2013 ビシュケク市交通改善

計画調査 

都市交通マスタープランの策定、適切な交通

計画の立案および継続実施のための技術移転 

技術協力プロ

ジェクト 

2013-2016 橋梁・トンネル維持管理

能力向上プロジェクト 

橋梁・トンネルに関する情報のデータベース

開発や維持管理計画の作成などを支援し、橋

梁・トンネルのメンテナンス能力を向上 

有償資金協力 2015- 国際幹線道路改善事業 南部の主要都市であるオシュ、バトケン、イ

スファナを結ぶ国際幹線道路の改修及び首都

ビシュケクと第2の都市オシュを結ぶ国際幹

線道路における防災対策 

技術協力プロ

ジェクト 

2016-2019 道路防災対応能力強化

技術協力プロジェクト 

道路防災点検・分析能力の向上、道路防災デー

タベース管理システムの構築および運用、道

路防災管理計画策定能力を向上し、斜面災害、

雪害に対しての道路交通の安全性を向上 

技術協力プロ

ジェクト 

2018-2020 転 圧 コ ン ク リ ー ト

（RCCP）技術能力向上

プロジェクト 

転圧コンクリート舗装（RCCP）の品質管理及

び施工能力を向上 

出所：JICA 資料から調査団作成 

チュイ
支社

ナリン
支社

イシククリ
支社

タラス
支社

ジャララバード

支社
オシュ
支社

バトケン
支社

12DEPs 9DEPs 7DEPs 5DEPs 11DEPs 10DEPs 3DEPs

DEP 1 DEP 8 DEP 3 DEP 6 DEP 12 DEP 5 DEP 2

DEP 9 DEP 14 DEP 4 DEP 19 DEP 17 DEP 16 DEP 13

DEP 25 DEP 15 DEP 7 DEP 36 DEP 22 DEP 21 DEP 46

DEP 28 DEP 18 DEP 10 DEP 47 DEP 23 DEP 26

DEP 32 DEP 20 DEP 11 DEP 48 DEP 27 DEP 37

DEP 34 DEP 24 DEP 33 DEP 30 DEP 44

DEP 39 DEP 41 DEP 35 DEP 31 DEP 45

DEP 40 DEP 955 DEP 38 DEP 956

DEP 42 DEP 957 DEP 50 DEP 959

DEP 43 DEP 51 DEP 960

DEP 954 DEP 52

DEP 958 　　出所：調査団作成

State Enterprise “KyrgyzAutoJol”
キルギス道路公社（SEK）

：ナリン州道路維持管理機材整備計画

：イシククリ州・チュイ州道路維持管理機材整備計画

：オシュ州・ジャララバード州及びタラス州道路維持管理機材整備計画

：機材未整備DEP17 DEPs

3 DEPs

10 DEPs

27 DEPs
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表 1-2 我が国の無償資金協力案件（道路分野） 

実施年度 案件名 
供与限度額 

(単位:億円) 
概要 

2006-2007 ナリン州道路維持管理用機材整備

計画 

5.78 ナリン州における道路維持管理用

機材の整備 

2008-2010 チュイ州橋梁架け替え計画 6.35 老朽化している3橋梁 

（アラメジン橋、アラアルチャ橋、

ケンブルン橋）の架け替え 

2010-2011 イシククリ州・チュイ州道路維持

管理機材整備計画 

9.74 イシククリ州・チュイ州における道

路維持管理用機材の整備 

2013-2015 ビシュケク－オシュ道路クガルト

橋架け替え計画 

11.96 建設から40年以上経過し、老朽化し

ているクガルト橋の架け替え 

2013-2015 オシュ州，ジャララバード州及び

タラス州道路維持管理機材 

整備計画 

24.91 オシュ、ジャララバード、タラス3州

における、道路補修機材や除雪・融

雪機材等の整備 

2015 マナス国際空港機材整備計画 16.30 航空保安機材（計器着陸装置、超短

波全方向式無線標識など）の整備 

2014-2018 道路維持管理機材整備場改善計画 4.41 6ヶ所の道路維持管理機材整備場に

おけるメンテナンス機材の整備 

2014- ビシュケク－オシュ道路雪崩対策

計画 

42.88 ビシュケク－オシュ道路246km地

点においてスノーシェッドの建設 

2017- ウルマラル川橋梁架け替え計画 17.85 老朽化しているタラス州ウルマラ

ル川橋梁の架け替え 

2021- ビシュケク-オシュ道路地吹雪対

策計画 

10.33 ビシュケクオシュ道路の125-129km

及び215-222km区間に防雪柵・視線

誘導柱の設置 
出所：JICA 資料から調査団作成 

 

1-4 他ドナーの援助動向 

(1) トルコ政府 

2012 年 6 月、トルコ政府は「キ」国の社会経済開発のため 1.06 億 USD を支援することを

約束した。融資のうち 1 億 USD が有償（利率 0.1%、償還期間 20 年）、600 万 USD が無償で

ある。融資は灌漑、農業、道路、学校などの改修ニーズに向けられ、うち 1,000 万 USD 程度

が道路維持管理機材の調達に充てられる予定であり、2013 年 3 月に入札が実施された結果、

960 万 USD で落札された。2013 年 6 月末にはアスファルトプラント、骨材プラント以外の

機材がキルギス側に引き渡された。プラントについては、7 月以降に組立を行い 2013 年中の

引き渡しが実施された。機材は表 1-3 に示すように州毎に配置されている。バトケン州には

モーターグレーダ 3 台とホイールローダ 1 台が配置された。 
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表 1-3 トルコ政府支援による調達機材 

 
 

(2) イスラム開発銀行（IsDB） 

IsDB は、サウジアラビア開発基金（SFD）、クウェート・アラブ経済開発基金（KFAED）、

OPEC 国際開発基金（OFID）、アブダビ開発基金（ADFD）との協調融資で実施した Bishkek-

Naryn-Torugart 道路改修プロジェクト（272～365km 区間）の中で、機材供与を実施した。当

初58台の機材調達を予定していたが、予算に対して残余金が発生したため予算額620万USD

に合わせて全 80 台に変更された。2013 年 6 月に調達業者との契約が締結され、2013 年中の

機材引き渡しが行われた。MOTC によると、これら機材は基本的に Bishkek-Naryn-Torugart

道路の維持管理に用いるための機材で、バトケン州へ配置する計画はない。 

 

表 1-4 IsDB 等支援による調達機材 

機 材 名 数 量 

ダンプトラック 12 

クレーン付トラック 4 

トラッククレーン 2 

トラクタトレーラ 2 

モーターグレーダ 13 

ブルドーザ 4 

ホイールローダ 13 

ホイールエクスカベータ 2 

クローラエクスカベータ 2 

振動ローラ 2 

コンプレッサ 4 

アスファルトスプレーヤ 4 

修理工具・器具 8 

ロードローラ 4 

アスファルトカッタ 4 

合 計 80 
出所：SEK 

  

 　 配置州

モーターグレーダ 9 5 5 4 9 8 3 43

ブルドーザ 0 1 1 0 3 2 0 7

アスファルト・骨材プラント 0 1 0 1 1 0 0 3

ホイールローダ 2 3 3 2 3 6 1 20

11 10 9 7 16 16 4 73

 出所：SEK

バトケン
機材名（台）

合　計

合 計チュイ ナリン
イシク
クリ

タラス
ジャララ
バード

オシュ
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(3) アジア開発銀行（ADB） 

ADB は 2013 年からビシュケク－オシュ道路改修事業（フェーズ 4）（有償：65%、無償：

35%）を実施中である。本体事業は、BO 道路のビシュケク（km post：KP 8.5）－カラバルタ

（KP 61）間 52.5km の道路改修、橋梁架け替え及びパイロットプロジェクトとしてカラバル

タ（KP 61）－カラバエフ・トンネル（KP 129.5）間 68.5km の道路維持管理を民間企業に委託

する事業で実施されている。 

パイロットプロジェクトによる民間委託は、道路維持管理業務を性能規定型維持管理

（Performance-Based Maintenance：PBM）によって 2018 年 1 月－2020 年 12 月の 3 年間にわ

たり実施された。PBM は「キ」国 大手の建設会社である LLC MostDorStroy が受託し、パ

イロットプロジェクト期間は 3 年間、契約金額は 4.2 mill. USD となっている。契約金額のう

ち 60%を ADB が支援し、40%をキルギス政府が拠出している。 

実施完了後の MOTC の評価によれば、パイロットプロジェクトの積算が実際の委託業務

の 4 年ほど前であったため、実際の道路は積算時よりかなり損傷が進んだ状態であり、受注

業者側に不利であった。実際、受注業者からの聞き取りでも赤字であったとのことである。

課題として損傷の種類を度合ごとに細分化した単価を設定して、現状の道路状態に即した契

約内容にしないと業者側のメリットがないとのことであった。 

MOTC として、現状で PBM を実施する計画は持っていないが実施する場合は、発注者・

受注者ともにメリットとなるような契約内容を検討する必要がある。 

 

(4) 世界銀行（WB） 

WB は OBI 道路整備事業の 360-402km 区間となる「Isfana – Kairagach Checkpoint Road 

Rehabilitation Project」（USD40.42mil）で道路維持管理機材の調達を実施し、SEK バトケン支

社及び各 DEP に配置した。表 1-5 に WB 支援による調達機材を示す。機材は 2019 年に調達

されたが、トラックなど一部機材に故障が発生している。 
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表 1-5 WB 支援による調達機材 

 

No Name of machinery and equipment Unit Quantity
Year of

manufacture

1 Asphalt-concrete plant pcs. 1 2019

2 Crusher plant pcs. 1 2019

3 Bulldozer pcs. 1 2019

4 Bitumen sprayer pcs. 1 2019

5 Asphalt finisher pcs. 1 2019

6 Tire roller pcs. 1 2019

7 Single-drum roller pcs. 1 2019

8 Double-drum roller pcs. 1 2019

9 Tractor trailer ISUZU GIGA pcs. 1 2019

10 Line marker pcs. 1 2019

Sub-total pcs. 10

1 Truck with crane ISUZU pcs. 1 2019

2 Flatbed truck with  double cabin ISUZU pcs. 1 2019

3 Motor grader pcs. 1 2019

4 Dump truck pcs. 1 2019

5 Excavator (wheel-type) pcs. 1 2019

6 Wheel loader pcs. 1 2019

7 Equipment for patching repair set 1 2019

Sub-total pcs. 7

1 Truck with crane ISUZU pcs. 1 2019

2 Flatbed truck with  double cabin pcs. 1 2019

3 Motor grader pcs. 1 2019

4 Dump truck pcs. 1 2019

5 Excavator (wheel-type) pcs. 1 2019

6 Wheel loader pcs. 1 2019

7 Equipment for patching repair set 1 2019

Sub-total pcs. 7

1 Truck with crane ISUZU pcs. 1 2019

2 Flatbed truck with  double cabin pcs. 1 2019

3 Motor grader pcs. 1 2019

4 Dump truck pcs. 1 2019

5 Excavator (wheel-type) pcs. 1 2019

6 Wheel loader pcs. 1 2019

7 Equipment for patching repair set 1 2019

Sub-total pcs. 7

Grand total pcs. 31

出所：SEK

State Enterprise "Kyrgyz Avto Jol",  Batken Oblast Branch

DEP-2　Batken Rayon

DEP-13 　Leilek Rayon

DEP-46　Kadamjai Rayon
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第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 運輸通信省（MOTC）の組織 

本事業の主管官庁は、運輸道路通信省（Ministry of Transport and Communications：MOTC）で

ある。MOTC 本省内における本プロジェクト関係部署である道路維持管理部（Road Maintenance 

Department：RMD）は MOTC が管轄する道路の維持管理計画の作成、予算管理、調達業務等を

実施している。2022 年 3 月までは RMD の傘下の道路維持管理局（PLUAD／UAD、全国 9 ヵ

所）とそれらの傘下の道路維持管理事務所（DEU、全国 57 ヵ所）が実際の道路維持管理を実施

してきた。図 2-1 に RMD 組織図（2022 年 3 月時点）を示す。 

 

 
図 2-1 RMD 組織図（2022 年 3 月時点） 

 

この従来の体制が 2021 年 12 月の法制化により、2022 年 4 月から組織改編され、RMD の下

部組織であった PLUAD／UAD を廃止し、国営企業となる State Enterprise “Kyrgyz Avto Jol”（キ

ルギス道路公社：以下、SEK）が設立された。従来あった 9 の PLUAD/UAD は、7 つの州単位

に再編され、傘下の DEU も配置されている州の事務所に所属することとなる。本協力が実施さ

れる場合の対象地域となるバトケン州は OBI UAD と配下の 3 つの DEU のみであるため新組織

となる SEK バトケン支社の組織体制は、公社化前と同様である。なお、ロシア語表記の変更に

よって公社化前に DEU と呼称されていた道路維持管理事務所は、DEP となった。 

RMD の組織改編は、2018 年に政府に組織改編に係る申請書を提出し、各省庁で審査後、法務

省審査、大臣承認を経て、2022 年 4 月から施行された。MOTC 傘下の設計研究所と同様に Self-

Financing とし民間会社と競争できる形態とするものである。2008 年以降、維持管理作業、道路

補修工事、道路改築工事に携わる職員の賃金が変わっておらず、若い優秀な職員がより多くの

賃金を求めて他に移っていくことが課題であった。PLUAD/UAD を SEK とすることにより、民

第1地方道路
維持管理局

第2地方道路
維持管理局

第3地方道路
維持管理局

第4地方道路
維持管理局

JB道路
維持管理局

BO道路
維持管理局

OBI道路
維持管理局

BNT道路
維持管理局

OSI道路
維持管理局

（チュイ州）

（旧PLUAD 1）

（ナリン州）

（旧PLUAD 3）

（タラス州）

（旧PLUAD 5)

（イシククリ州）

（旧PLUAD 4）

（ジャララバード州）

（旧PLUAD 6） （BO UAD）

（バトケン州）

（OBI UAD） （BNT UAD）

（オシュ州）

（OSI UAD）

8DEUs 6DEUs 5DEUs 7DEUs 7DEUs 8DEUs 3DEUs 6DEUs 7DEUs

DEU 1 DEU 8 DEU 6 DEU 3 DEU 12 DEU 5 DEU 2 DEU 34 DEU 16

DEU 25 DEU 14 DEU 19 DEU 4 DEU 17 DEU 9 DEU 13 DEU 41 DEU 45

DEU 28 DEU 15 DEU 36 DEU 7 DEU 27 DEU 22 DEU 46 DEU 955 DEU 959

DEU 40 DEU 18 DEU 47 DEU 10 DEU 31 DEU 23 DEU 957 DEU 960

DEU 42 DEU 20 DEU 48 DEU 11 DEU 50 DEU 30 DEU 39 DEU 21

DEU 43 DEU 24 DEU 33 DEU 51 DEU 956 DEU 32 DEU 44

DEU 954 DEU 35 DEU 52 DEU 38 DEU 37

DEU 958 DEU 26

RMD ：道路維持管理部 JB： Jalal Abad-Balykuchi Road

PLUAD/UAD ：道路維持管理局 BO： Bishkek-Osh Road

DEU ：道路維持管理事務所 OBI： Osh-Batken-Isfana Road

：対象区間管轄UAD、管轄DEU BNT： Bishkek-Nayn-Torugart Road

　　出所：MOTC OSI： Osh-Sary Tash-Irkeshtam Road

道路維持管理部
(RMD)

運輸通信省
(MOTC)
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間会社と競争できる仕組みを構築し、競争による維持管理コストの削減、道路維持管理業務に

携わる人材が民間会社に流出することを防止し、SEK の技術力向上を期待するものである。将

来的には SEK が自ら事業費を確保できることが期待されている。RMD 本体は MOTC 本省に残

り、発注者の立場を取る。SEK は傘下の DEP を含めて受注者の立場となる。RMD が管轄する

道路は、競争に付さない区間（SEK 管轄）と競争に付す区間とに分けられる。競争に付す区間

は SEK と民間企業が競争入札により実施する。SEK は MOTC 管轄道路の他、市町村道の維持

管理、補修工事の入札に参加することができる。図 2-2 に MOTC の組織図を示す。 

 

 
図 2-2 MOTC 組織図 
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2-1-2 キルギス道路公社（SEK）の組織・人員 

図 2-3、図 2-4 に SEK の組織図を示す。全職員は 477 名で本社に 36 名が在籍している。 

 

 
図 2-3 SKE 本社組織図 

 

 
図 2-4 SKE 組織図（2022 年 4 月以降） 

 

法制化された SEK 憲章の総則では主管官庁を MOTC とし、国営企業の目的として「国の指

示によって公道の補修と維持管理を行い、道路網上で車両の円滑で安全な移動を確保し、国、

法人、個人のニーズを満たすこと」としている。 

従来から DEP が実施している道路の日常的な維持管理（清掃、ポットホール・クラック補修、

標識の整備、小規模な構造物の補修、除雪・融雪剤散布）などは、RMD から直接 SEK に発注

される。比較的規模の大きな舗装工事（オーバーレイ、打ち換え）は、民間企業を含む入札に

よって発注が行われる。入札を行うかの明確な工事規模の基準はなく、ある程度 RMD の裁量

で決めることができる。特に国家的に重要な工事などで SEK に施工能力がある場合は、SEK に

直接発注が可能となっている。各 DEP は 300-400km 程度の道路を管轄しているが、公社化によ

る DEP の統廃合は行われていない。  

チュイ
支社

ナリン
支社

イシククリ
支社

タラス
支社

ジャララバード

支社
オシュ
支社

バトケン
支社
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DEP 34 DEP 24 DEP 33 DEP 30 DEP 44

DEP 39 DEP 41 DEP 35 DEP 31 DEP 45

DEP 40 DEP 955 DEP 38 DEP 956

DEP 42 DEP 957 DEP 50 DEP 959

DEP 43 DEP 51 DEP 960

DEP 954 DEP 52

DEP 958 　　出所：MOTC

運輸通信省
(MOTC)

State Enterprise “KyrgyzAutoJol”
キルギス道路公社（SEK）
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表 2-1 に SEK バトケン支社の人員体制を示す。実際の道路維持管理作業を行う各 DEU には

所長以下管理職の他に機材のオペレータ・運転手、作業員が在籍している。また、冬季の除雪

のために期間限定で雇用する冬季雇用作業員は、その年の作業量に応じて雇用数を調整してい

る。SEK バトケン支社は、各 DEU 共通で使用するアスファルト（以下、As）・骨材プラントの

オペレータ及び As フィニッシャ、ロードローラ、ダンプ等の舗装機材のオペレータ・運転手が

在籍している。 
 

表 2-1 SEK バトケン支社の人員体制 

 
 

2-1-3 予算実績 

表 2-2 に SEK バトケン支社の予算実績を示す。SEK バトケン支社では、毎年 8 月までに次年

度の計画に基づいた予算申請を SEK 本社に上げ、本社が各支社の申請を取りまとめた後、10 月

までに MOTC の RMD に申請し、MOTC は 12 月に財務省に予算申請する。例年予算配賦され

る実績は、申請額の 5～6 割程度であるが、配賦額は安定して増加している。 
 

表 2-2 SEK バトケン支社の予算実績 

 

（人） DEP 2 DEP 13 DEP 46 SEKB

所長 1 1 1 1

チーフエンジニア 1 1 1 1

チーフメカニック 1 1 1 1
エンジニア 1 1 1 1
経理 1 1 1 2

人事 0 0 0 1

道路安全担当 0 0 0 1

オペレータ 6 6 5 10
運転手 7 2 4 5
溶接工 1 1 1 0
機械加工 0 0 1 0

作業員 20 12 30 0

冬季雇用作業員 9 20 20 0

As･骨材プラント 0 0 0 13
小　計 48 46 66 36
合　計

As：アスファルト 　　　　出所：SEKB

196

1,000som

道路維持管理 85,592 102,350 115,940 137,477

オーバーレイ 36,484 57,900 78,600 91,440

土道・砂利道補修 22,608 6,200 5,470 3,900

パッチワーク 0 9,900 6,300 12,480

チップシール 5,500 3,850 7,870 0

橋梁・カルバート補修 0 3,000 2,000 0

日常維持管理 15,000 14,000 9,500 20,100

冬期維持管理 4,000 5,500 5,200 7,200

夏期維持管理 2,000 2,000 1,000 2,357

道路改修 10,393 4,000 9,700 5,000

職員給与 8,200 8,200 9,838 17,700

その他 14,952 15,340 5,273 6,576

119,137 129,890 140,751 166,753

出所：SEK

2022年
（予算）

2021年2020年2019年

合　計

費　目
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2-1-4 保有機材 

表 2-3 に SEK バトケン支社及び各 DEP の保有機材状況を示す。 

 

表 2-3 キルギス道路公社バトケン支社の保有機材状況 

 
 

バトケン州の中央部を DEP2、西部を DEP46、東部を DEP13 が担当している。またバトケン

市に位置する SEK バトケン支社は DEP2 と敷地を共用している。道路の維持管理作業は、舗装

道路の補修、未舗装道路の舗装化、未舗装道路（砂利道、土道）の維持管理業務が中心となっ

ている。冬季の除雪作業は平野部ではあまり発生しないが、山岳部などで 12 月、1 月に実施す

る。 

保有機材は、ダンプトラック、ブルドーザ、モーターグレーダ、エクスカベータ、ホイ―ル

ローダ等の必要 小限のものである。各 DEP に新車 6～7 台が配置されているが、2019 年の世

銀プロジェクト（17 台）の他に、トルコ借款（1 台）、BNT 道路プロジェクト（1 台）で供与さ

れたものであり、その他自己資金で購入した機材は全て中国製となっている。全稼働台数 58 台

の内 10 年以上経過している機材が約 47%の 27 台と、機材の老朽化が進んでいる。 

 

  
DEP2 駐機場 

バトケン支社と共用 

バトケン支社 WB 供与の舗装機械 

ローラ、As フィニッシャ等 

車輛 特装車
ダンプ
トラッ
ク他

バス
モーター
グレーダ

ブルドー
ザ等

エクスカ
ベータ

ホイール
ローダ

ローラー

アスファ
ルト・

骨材プラ
ント

合 計
(台)

稼働台数 3 2 3 1 1 2 1 2 1 16
（内新車台数） 2 1 1 1 1 6

稼働台数 2 3 3 2 1 1 2 14
（内新車台数） 2 1 2 1 1 7

稼働台数 2 2 2 2 1 2 11
（内新車台数） 2 1 1 1 1 6

稼働台数 3 3 2 1 1 2 3 2 17
（内新車台数） 1 3 1 1 1 3 2 12

稼働台数 10 10 10 1 6 4 3 8 4 2 58
（内新車台数） 1 9 4 0 4 1 2 4 4 2 31
新車台数：2012-2021(10年間）に配車されたもの 出所：SEK

合計

機 材 名

DEP2

DEP13

DEP46

バトケ
ン支社
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DEP46 中国製モーターグレーダ 

調達初期からトランスミッションが故障 

DEP13 中国製ダンプトラック 

トランスミッション修理中 

図 2-5 DEP の駐機場・保有機材 

 

バトケン支社が保有している新車 12 台のうち、10 台は 2019 年の世銀のプロジェクトで供与

されたものである。アスファルトプラント、骨材プラント（生産能力 40t／ｈ、中国製）も同プ

ロジェクトによるもので、バトケン州東部の Zar-Tash に設置されている。設置後 2 年ほどなの

で問題なく稼働している。ここからバトケン市内までは約 40 ㎞、バトケン州西部のレイレック

地区までは 150km 以上あるため、アスファルトの供給はバトケン市内を含むバトケン地区まで

が限度となっている。そのためレイレック地区では民間プラントから割高のアスファルトを購

入せざるを得ない状況となっている 

 

  
中国製アスファルトプラント 

2019 年 WB 供与 

中国製骨材プラント 

2019 年 WB 供与 

図 2-6 SEK バトケン支社保有のアスファルト・骨材プラント 

 

2-1-5 機材整備の技術能力 

各機材のオペレータ・運転手が自分たちで担当機材の整備も行っている。ソ連時代からの熟

練した人材が多く機械整備の基礎的な技術能力を有している。特に旧ソ連・ロシア製の機材に

ついては、ほぼ自分たちで修理が可能である。工具や設備はいずれも不足及び老朽化している

が、ソ連製の工作機械なども用いて簡易な部品の製造も行っている。いずれの事務所も機材を

配置するのに十分な駐機場を有している。 
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基本的に部品の取外し、取付作業は各州、各地区事務所付属の修理工場で行われるが、エン

ジンや油圧機器の大規模な修理は外注の修理業者に依頼する場合もある。 

 

  
DEP2 整備工場 

バトケン支社と共用 

 

DEP2 溶接作業場 

溶接機など老朽化している 

 

  
DEP46 溶接機 

工具類は各自が保有している 

DEP13 整備工場 

部品加工台と電動工具類 

図 2-7 SEK バトケン支社各 DEP の整備工場 

 

2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2-2-1 道路整備状況 

バトケン州の道路を管轄している従来の OBI UAD（オシュ-バトケン-イスファナ道路局）を

引き継ぐ形で 2022 年 4 月に SEK バトケン支社が設立された。下部組織は OBI UAD と同様の

DEP2、DEP13、DEP46 の 3 つの道路維持管理事務所となる。 

表 2-4 に SEK バトケン支社の道路区分別の管理延長を示す。SEK バトケン支社管轄の総延長

は 1,409km で、そのうち約 35%の 491km が国際道路で約 5%が国道、60%が地方道となってい

る。国際道路の大部分が OBI 道路であり、WB、EBRD などの融資により 2010 年から 10 工区

で改修が進められている。バトケン州内の工区は、2021 年までに完工している。また、オシュ

州内の工区（KP28-75）は、日本の融資によるもので 2022 年中に施工の入札が予定されている。 
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表 2-4 道路区分別の管理延長（km） 

  
出所：SEK バトケン支社 

 

図 2-8 に OBI 道路改修事業の工区を示す。表 2-5 に OBI 道路改修状況を示す。 

 

 
図 2-8 OBI 道路改修工区 

 

表 2-5 OBI 道路改修状況 

区間 
KP（km post） 

ドナー 完了年 

10-28 WB 2015 年 
28-75 JICA （2022 年入札予定） 

75-108 IsDB 2021 年 
108-123 EU 2015 年 
123-155 WB 2013 年 
155-220 EBRD 2013 年 
220-232 EIBC 2015 年 
232-248 WB 2019 年 
248-271 EU 2009 年 
271-360 EIBC 2017 年 
360-402 WB 2020 年 

出所：MOTC 

国際道路

(km) うちOBI区間KP

491
KP 75-403

177
KP 198-308

137
KP 308-403

177
KP 75-198

国道 地方道 合計

SEKB 88 830 1,409

311 488

DEP  2

DEP 13

DEP 46

26 249 452

62 270 469

0

(km) 舗装道 砂利道 土道 合計

SEKB 552 629 228 1,409

率 39.2% 44.6% 16.2% 100.0%

DEP  2 151 190 111 452

率 33.4% 42.0% 24.6% 100.0%

DEP 13 201 213 55 469

率 42.9% 45.4% 11.7% 100.0%

DEP 46 200 226 62 488

率 41.0% 46.3% 12.7% 100.0%
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2-2-2 道路維持管理 

SEK バトケン支社の主な業務は、道路の①日常維持管理と未舗装道路の舗装化などの②大規

模改修となっている。①日常維持管理は道路の路肩清掃、ポットホールのパッチングやクラッ

クシール、未舗装道路の整形及び冬期の除雪・融雪剤散布作業である。②大規模改修は未舗装

道路の舗装や既設舗装道路のオーバーレイ・打ち換えである。表 2-6 に SEK バトケン支社の道

路補修実績・計画を示す。保有しているアスファルトプラントから遠隔地や能力的にアスファ

ルトを供給できない地域では、外注による舗装工事も実施している。 

 

表 2-6 SEK バトケン支社の道路補修実績・計画 

 
 

(1) 舗装道路 

「キ」国政府は「2026 年までのキルギス共和国国家開発計画」においてバトケン州の開発

を重視する方針とし、道路網の整備を推し進めている。しかし一方で、現状では既存道路の

舗装や維持管理が追いついておらず、同州内で SEK バトケン支社が管轄する 1,409km の道路

の内、61%が未舗装の状態である。舗装道路のうち、古いものはソ連崩壊の 1991年以降、大

規模な改修が行われないために老朽化し、一部は砂利道・土道化が進んでいる。また近年、

改修が行われた OBI 改修工区のうち 5 年以内に完工した工区については、舗装状態が良好で

あるが、それ以上の工区についてはクラックの発生がみられ、クラック補修や舗装全面をシ

ールするチップシール舗装が行われている。今後とも OBI 道路については定期的な補修が必

要な状況となっている。そのためにはオシュ州の各 DEP に配置されたような舗装補修機材

一式（クレーン付きトラック、コンプレッサ、ハンドブレーカ、ハンドガイドローラ、振動

コンパクタ、アスファルトスプレーヤ）が必要となる。 

 

2019年 2020年 2021年
2022年

（計画）

舗装工事 SEKB支社 0.0 10.7 12.0 －

(km) DEP 2 － － － 16.8

DEP13 － － － 12.8

DEP46 － － － 0.0

外注 23.4 13.2 7.7 8.4

計 23.4 23.9 19.7 38.0

未舗装道整備 DEP 2 81.1 93.0 86.0 31.5

(km) DEP13 215.0 177.0 198.0 78.0

DEP46 108.0 95.0 91.3 18.5

外注 0.0 0.0 21.0 0.0

計 404.1 365.0 396.3 128.0

パッチング DEP 2 2,684.0 1,765.0 2,452.5 2,500.0

(m2) DEP13 4,385.0 1,709.0 1,143.0 2,000.0

DEP46 7,391.0 2,375.0 3,335.0 3,500.0

計 14,460.0 5,849.0 6,930.5 8,000.0

　出所：SEKB
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OBI 道路 10-75km（JICA 改修予定区間）オシュ州

の DEP37 が日本供与機材を用いて実施 

路面全体に亀甲状クラックやポットホールが発生 

 

クレーン付きトラック（路面補修機材運搬） 

2015 年にオシュ州 DEP37 に供与 

機材が適切に維持管理され活用されている 

OBI 道路 110km 付近 

舗装から 7 年以上が経ちクラックが発生 

 

OBI 道路 110km 付近 

クラックシール補修を実施 

  
OBI 道路 145km 付近 舗装から 9年程度、表層に

チップシール補修を実施（ストレートアスファル

ト・骨材を散布し転圧） 

 

OBI 道路 145km 付近 

チップシール補修の下にクラックが進展 

図 2-9 舗装道路（OBI 道路）の維持管理状況 
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(2) 未舗装道路 

SEK バトケン支社管轄道路のうち土道や砂利道など未舗装道路が約 60%を占める。MOTC

ではこれら未舗装道路の舗装化を進めているが、既設舗装道の改修なども必要なため多くの

予算を割けないのが現状となっている。未舗装道路は車両の通行によって轍などの不陸が生

じるため、定期的にグレーダ、ローラーや散水車を用いた路面整形作業が必要となる。 
 

  
国道（砂利道・土道） 

本来舗装道路であったが、舗装が全て壊れて砂利
道となった、一部は土道化している 

 

地方道（土道） 

土道は砂利道より頻繁な整備が必要 
機材不足で地方山間部の整備が行き届かない 

  
整備中の地方道（砂利道 15.5km） 

片側 1 車線 
 

右路線の整備後 2 車線化 

  
砂利道（国道）の舗装工事 

重要度の高い道路から舗装化を進めている 
2019 年 WB 供与の中国製振動ローラ 

舗装化工事で使用中 

図 2-10 未舗装道路の維持管理状況 
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2-2-3 道路災害 

(1) 発生状況 

近年バトケン州では 4-6 月にかけて、南部にあるアライ山脈からスフ川やカラクシン川な

どを通じて流下する雪解け水や、気候変動による温暖化の影響による増水や、集中的な豪雨

による河川の氾濫による泥流が道路を遮断する災害が年間 10 件以上発生している。普段は

水流がない河川に山筋からの降雨が集中して濁流が流れ、河川と並行している道路のり面の

崩壊や橋梁やカルバートなどの崩壊・流出が発生する。またこのような河川が道路上を横断

している箇所（洗い越し）は、濁流によって道路が寸断され、その後多くの土砂が道路上に

堆積するために通行止めとなる。図 2-11 に道路災害状況を示す。 
 

  
2022 年 5 月 2 日バトケン州 Leylek 地区 

市街地の道路を濁流が流れている 
2022 年 6 月 20 日バトケン州 Kyzyl-Kiya 地区 

道路、住宅、公共施設などが洪水で被害 

  
2022 年 5 月 11 日 OBI 道路 265km OBI 道路上の
「洗い越し」に濁流が流れて通行止めとなる 

2022 年 5 月 11 日 OBI 道路 265km 
右側山手からの濁流が OBI 道路を横断している 

  
OBI 道路 360km 付近 「洗い越し」 

道路はコンクリート舗装となっている 
OBI 道路 360km 付近 「洗い越し」 
左からの濁流を右の谷側に流す 

図 2-11 道路災害状況 
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OBI 道路は多くの区間で片側が山であるが通常河川には流水はなく、集中的な降雨時にの

み河川に水が流れる。このような河川横断部では、濁流の流しやすさやコスト面から橋梁で

はなく「洗い越し」という道路上に水流を流す施設が設けられている。OBI 道路では全部で

16 カ所の「洗い越し」がある。集中豪雨時は同じ地区に集中するため、道路上の被害も同時

多発的に発生する。例年 2-3 回程度であるが 2022 年は特に多く 5 回もの豪雨が発生した。 

図 2-12 にバトケン州のハザードマップを示す。OBI 道路では特に西の Leylek 地区で土石

流の発生箇所が多くなっている。 
 

 
図 2-12 バトケン州ハザードマップ 

 

(2) 災害復旧 

災害時に住民に被害が及ぶ可能性がある場合は、非常事態省（MES）によって非常事態宣

言が発令され、住民の避難など対策が取られる。基本的に災害復旧は非常事態省が中心とな

って行われる。MOTC 管轄の道路復旧については、担当区間の各 DEP が非常事態省と協力

して実施するが、非常事態省は住民居住地の復旧を優先するため、基本的に道路災害は SEK

バトケン支社や DEP の機材で対応しなければならない。2022 年 4 月～7 月にバトケン州で発

生した道路災害は特に多く、表 2-7 に示すように 76 回にも及ぶ土石流が発生した。 
 

表 2-7 バトケン州道路での土石流発生回数 2022 年 4－7 月 

バトケン地区 

No. 道 路 名 回 数 

1 Osh – Baten – Isfana 2 

2 Dostuk – Ak-Say 2 

3 Sokh – Kan-Zardaly 3 

4 Aigul-Tash – Sogment – Tayan 1 

5 Kok-Tash – Ak-Say 1 

6 Samarkandek – Darkum 1 

7 Kyzyl-Bel – Dostuk 1 

 小 計 11 

レイレック地区 

1 Osh – Baten – Isfana 8 

2 Kairagach – Kulundu – Arka 3 
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バトケン地区 

No. 道 路 名 回 数 

3 Isfana – Andarak – Kok-Tash 7 

4 Samat – Zamboruch – Jarkyshtak 6 

5 Isfana – Gordoi – Kekire 3 

6 Korgon – Katran – Baul 12 

7 Katran – Ozgorush  9 

8 Margun – Darkum  5 

9 Beshkent – Margun  2 

10 Bulak-Bashy – Kairagach  2 

 小 計 57 

カダムジャイ地区 

1 Osh – Baten – Isfana 2 

2 Ak-Turpak – Otukchu  2 

3 Kan – Burbalyk  2 

4 Bel – Bojoi  1 

5 Kyzyl-Bulak – Tamasha  1 

 小 計 8 

 合 計 76 

 

洪水による被害は、同時に多くの箇所で発生するが、各 DEP の機材編成では不足してい

るため、同時に 1-2 カ所程度の被災現場にしか対応できないため、復旧に数週間を要するこ

ともある。災害復旧に用いる機材は、通常は道路の維持管理業務に使用しているエクスカベ

ータ、ブルドーザ、ホイールローダ、モーターグレーダ、ダンプトラック、土工用ローラな

どである。また、これらの機材を迅速に被災現場に回送するためにトラクタトレーラが必要

であるが、現状では不足してる。 

 

2-2-4 関連インフラの整備状況 

本プロジェクトで調達される機材の駐機場は、SEK バトケン支社と配下の 3 カ所の DEP に確

保されており、整備工場もある。また、機材運搬に必要なアクセス道路も接続されているため

問題はない。また、アスファルトプラント及び骨材プラントの設置サイトの候補地は、OBI 道

路の 200km 地点であるが、既設のプラントサイトであり、接続道路、電源、給水は敷設済みで

あるため問題はない。 

 

2-2-5 自然条件 

(1) 地形 

バトケン州はキルギスの南西部に位置し、州都バトケンの標高は約 1,000m。東はオシ州、

南、西、北はそれぞれタジキスタンに囲まれており、北東部にはウズベキスタンのフェルガ

ナ州がある。州北部には農業の盛んなフェルガナ盆地が広がる。南部はアライ山脈から東に、

トルキスタン山地により西に分け隔てられている。 
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(2) 気候 

バトケン州の気候は、キルギスの中でも比較的温暖で、年間降水量も比較的多く 1,000mm

程度である。3 月～6 月に比較的雨が多いが、年間を通じて晴れの日が多く、約 300 日程度に

達する。南部の平地では降雪は多くないが、山岳部では積雪が見られる。 

 

 
図 2-13 バトケン州の気温・降雨量 

 

2-2-6 環境社会配慮 

本事業は、道路維持管理機材の調達とそれらを用いた既存道路の維持管理を行うものである。

アスファルトプラント及び骨材プラントの設置候補地はバトケン州カダムジャイ地区で 2012-

2014 年に OBI 道路改修工事のためのプラント用地として使用していた。現在プラントは撤去さ

れており、周辺に民家等がないことを確認した。また、プラントから排水も発生しない。よっ

て「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2022 年 1 月）が掲げる環境や社会への影響を及

ぼしやすいセクター・特性、及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境や社会への望ましく

ない影響は 小限かあるいはほとんどないと判断されるため、カテゴリ C に分類される。しか

し、アスファルト・骨材プラントの設置に EIA を実施する必要がある。通常 3 ヶ月程度の期間

で承認されることを確認した。 

「キ」国には建設機材・車輌エンジンの排気ガスに関する規制は特にないが、「キ」国の燃料

の質を考慮し、排出ガスによる大気汚染の軽減を図る。その他プロジェクトの実施に伴い、特

別に配慮すべき環境社会面での影響はない。 

 

2-3 当該国における無償資金協力事業実施上の留意点 

本事業の主管官庁となる MOTC は、我が国の無償資金協力の豊富な経験を持つ。よって無償

資金協力のスキーム及び必要な諸手続き（免税や B/A、A/P 等の銀行手続きなど）について円滑

な実施が可能である。 

「キ」国政府は E/N、G/A 署名前の政府確認に 3 カ月程度を要するとともに、G/A 署名後の

大統領批准手続に 7 カ月程度を要することを念頭に事業実施計画を立案する必要がある。 
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2-4 その他（グローバルイシュー） 

2-4-1 ジェンダー配慮 

UNDP Kyrgyzstan Gender Equality Strategy 2018-2022 によれば、「キ」国は女性の権利と男女平

等に関する主要な国際条約を批准しており、国際基準に準拠した女性の権利に関する国内の法

的枠組みの開発において、CIS 地域で主導的な地位を占めている。またジェンダーに関する法

律となる「On State Guaranties for Gender Equality (2003, 2008)」及び「Newly adopted Social and 

Legal protection from Family Violence (2017)」の 2 つである。国家機関はこれらの法律に基づき

ジェンダー平等を図っており、男女雇用平等、同一職種同一賃金を実施している。SEK におい

ても政府機関として、これらを実施しており職員に占める女性の割合は、本社で約 28%、全社

で 26%程度となっている。技術系の女性職員はわずかで、ほとんどが事務管理系の職員である。 

「キ」国での道路利用において、特に女性にとってはトイレが大きな問題であった。従来の

掘り込み式トイレは女性の利用がためらわれるほど汚れ、臭いが酷いものであった。しかし、

ここ 近は幹線道路沿いに新設されたドライブカフェレストランやガソリンスタンドに水洗式

のトイレが完備され始めトイレ問題も徐々に解消されつつある。 

SEK の各支社及び DEP に女性の機材オペレータ・運転手は現在在籍していないため、本事業

で調達される機材におけるジェンダー主流化ニーズは、特に確認されなかった。本事業で調達

が計画される機材は、建設機械及び大型車両である。日本・欧米メーカーのこれら機材は、女

性を含む小柄な体格でも操作・運転が行えるようにハンドルやシートの位置が調整可能である

とともに、操作レバーやハンドルは、多くの力を必要としない作動システムである。よって将

来、女性オペレータ・運転手が採用された場合でも運転操作が可能であり、ジェンダー主流化

に対応している。 

 

2-4-2 貧困削減 

「キ」国の就業人口の 18.3%（2020 年）が農業に従事し、全人口の 64.6%（2021 年）が農村

部で生活している。過去、貧困率は都市部と比較して農村部が高い傾向にある。図 2-14 に貧困

率（都市・農村）、図 2-15 に州別貧困率を示す。 

2022 年はコロナ禍によるサービス業などの停滞によって、ビシュケク市やオシュ市など都市

部の貧困率が相対的に農村部より増加したため、都市部と農村部の貧困率が同率となった。 

州別貧困率では、バトケン州がジャララバード州に次いで全国で 2 番目に高い。これはバト

ケン州が都市部であるオシュからも離れ、国境を接するウズベキスタンやタジキスタンとの交

易も少なく、家庭ごとの小規模な農業に収入が依存しているためであると考えられる。本事業

による道路整備は、バトケン州の地方地域と幹線道路を舗装道路で接続し、都市の市場や病院・

学校など公共施設へのアクセスを高めるものであり、貧困削減にも寄与することが期待できる。 
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図 2-14 貧困率（都市・農村） 

 

 
図 2-15 州別貧困率（2021 年） 

 

2-4-3 気候変動対策及び災害対策への貢献 

バトケン州では近年、気候変動によると考えられる集中的な豪雨が増加傾向にあり、洪水や

土石流による道路災害が頻発している。 

本事業で調達を予定する機材のうち一般建設用の重機・車両は土砂を扱うのが主であり、洪

水や土石流など土砂災害の復旧作業に活用可能である。表 2-8 に本事業の調達機材のうち災害

復旧に活用可能な機材を示す。 

 

表 2-8 災害復旧に活用可能な機材 

機材名 災害復旧作業 

エクスカベータ、ホイールローダ 

土工用ローラ、ブルドーザ 

土砂の掘削、除去、運搬、撤去 

道路復旧時の締固め 

ダンプトラック、トラクタトレーラ 土砂の運搬、上記機材の運搬 

クレーン 橋梁、カルバートの仮復旧 
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2-4-4 DX 化の可能性 

SEK では公社化される前の 2020 年末から 2021 年にかけて GPS と SIM カードによる機材の

位置情報システム「Locorus Informa」を導入している。これはダンプトラック、エクスカベータ、

舗装用機械（ローラー類）にシムカードを搭載した発進装置を取り付け、SEK 本社の PC 画面

上に現在位置を表示させるものである。システムは外注の開発業者に委託し、発進装置は現在

300 台の車両に設置済である。機材に取り付ける発信装置は 1 台当たり 6,500som（約 11,000 円）

で別途通信費として 250som/台/月がかかる。2022 年は 140 台に追加設置する予定である。2 年

以内には SEK 保有の全ての重機・車両 800 台以上に設置する。 

 

機材から送信データ： 

 走行距離（トラック等）稼働時間（建設機械） 

 燃料消費量は機種毎にあらかじめ設定値を入力し、上記データと掛け合わせ計算。 

 現在位置および移動経路（GPS データ） 

 

出力データ： 

 移動経路：マップ上に表示（月間経路、現在位置）、走行速度表示（スピード違反管理） 

 

データ活用予定： 

 各 DEP からペーパーで送られてくる月報とこのシステムで得られたデータの照合 

 道路災害時に 寄りの機械配置を把握して、初期対応を迅速に行う 

 コスト管理（燃料費、部品調達）、工事計画、道路維持管理計画の策定にも活用する 

 

今後システムを拡張することによって機材の稼働記録から定期整備時期、年間稼働率、維持

管理費を容易に把握することが可能となり、道路維持管理にかかる予算管理の省力化・合理化

が図れる。 

本事業の調達機材についても、このシステムを搭載することとしており、建設機械の IT 化に

よって燃費向上など気候変動緩和策にも資するものと考えられる。 

 

  
実機に取り付けられている 

GPS と発信機 

PC 上に表示されるダンプトラックの移動経路 

イシククリ湖南側（赤線）を走行 

図 2-16 機材位置情報システム 
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第 3 章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

MOTC はこれまでの我が国や他ドナーの協力の成果を活かし、より効果的・効率的な道路維

持管理を実施してきている。しかしながら、必要な機材が老朽化・不足しているバトケン州に

おいては、適切な道路維持管理が困難な状況にある。こうした状況を受け、本事業によるプロ

ジェクトは SEK バトケン支社の道路維持管理の作業能力を向上するために、無償資金協力によ

り道路維持管理及び舗装機材の整備を行うものである。これにより、バトケン州の既存道路の

リハビリテーションを含む交通インフラの改修の達成が可能となる。また、特に地球温暖化に

よる道路災害の急増に対して復旧能力を高め、さらに災害に強い道路づくりを促進することに

より、中央アジア地域の物流の安定化及び安全性の強化を図り、もってキルギスの運輸インフ

ラ維持管理と地域間格差の是正（運輸インフラの整備）に寄与するものである。 

 

3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

(1) 基本方針 

協力対象事業ではバトケン州の SEK バトケン支社及びその傘下の 3 カ所の DEP に対する

道路維持管理機材の調達を検討する。機材調達の対象となる作業及び必要な機材は以下のと

おり分類され、これらの作業に必要な機種の選定を行う。 

 

表 3-1 作業内容と使用機材 

作業 内容 

① 舗装道路の日常維持管理 清掃、ポットホール補修、クラックシール 

使用機材 アスファルトカッタ、振動コンパクタ、ハンドブレーカ、エアー

コンプレッサ、アスファルトスプレーヤ、ハンドガイドローラ、

クレーン付きトラック 

② 未舗装道路の日常維持管理 路面整形（整形、散水、転圧） 

使用機材 モーターグレーダ、散水車、土工用ローラ 

③ 道路改修 未舗装道路の舗装、舗装打ち換え、舗装オーバーレイ 

使用機材 エクスカベータ、ホイールローダ、ブルドーザ、モーターグレー

ダ、土工用ローラ、アスファルトフィニッシャ、ダンプトラック、

ロードローラ、タイヤローラ、アスファルトプラント、骨材プラ

ント 

④ 災害復旧 土石流や地滑り・落石の撤去、道路のり面復旧、河川護岸の復旧、

橋梁・カルバートの復旧、路面復旧 

使用機材 エクスカベータ、ホイールローダ、ブルドーザ、ダンプトラック、

土工用ローラ、クレーン、上記③の舗装機材一式 

⑤ 支援作業 上記に伴う機材運搬、現場での機材修理・整備 

使用機材 トラクタトレーラ、移動修理車 

 

機材の調達台数は、既存保有機材を考慮に入れた上で、必要な作業量に対して必要台数を

算定する。各機材の仕様は、作業内容に対して過不足ないものとする。基本的には、過去の

類似 3 案件で調達された機材仕様とし、現地調査時に確認された仕様上の課題等を反映させ

る。 
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(2) 自然環境条件に対する方針 

作業外気温を-20℃～40℃とする。装備可能な機材については、エアコンを装備する。自然

環境に対して特に要求する仕様はないため、各メーカーの標準仕様とする。 

 

(3) 社会経済条件に対する方針 

「キ」国はイスラム教徒が 9 割を占めている。従ってラマダンなどイスラム教の宗教行事

や祝日などを考慮して工程計画を行う。治安状況は比較的安定しているが、選挙などに関し

て政治集会やデモなどが発生する。バトケンで機材の引き渡しや初期操作トレーニングなど

を行う際は、それらの動向に注意して実施する。 

 

(4) 調達事情に対する方針 

「キ」国の法規制に適応した日本・欧米メーカー製の機材を調達対象とする。 

 

(5) 現地業者（代理店）の活用に係る方針 

「キ」国では、日本・欧米メーカーの建設機械・車両の代理店が多数存在するため、アフ

ターサービスの迅速な対応が可能な、それらメーカー製の機材を主要な調達候補とする。 

 

(6) 日本企業活用に係る方針 

調達機材のうち、日本に複数メーカーがある機材については、基本的に本邦調達を検討す

る。また、可能な限り調達業者が限定されないような入札ロット分けとする。 

 

(7) 運営・維持管理に対する方針 

従来から SEK では機材の運営・維持管理を実施しており、汎用機材の取り扱いについて特

に問題はないが、日本製の移動修理車など取り扱いに慣れていない機材については、引き渡

し時の初期操作トレーニングを十分に実施する。 

 

(8) 交換・消耗部品の調達に対する方針 

機材引き渡し後、標準的な稼働で 2 年間に必要となる交換・消耗部品を調達することとし、

2 年間の部品消費状況を確認し、それ以降の機材維持管理計画及び予算の積算と確保を行う。 

 

(9) 機材のグレードの設定に係る方針 

「キ」国では既存の代理店が存在する、もしくは代理店の設定が可能な日本・欧米メーカ

ー製の建設機械・車両がアフターサービスも迅速に受けられることから多く普及している。

また実施機関では、性能・品質面でも優れている日本・欧米メーカー製を高く評価している。

よって日本・欧米メーカー製と同等の性能・品質を機材のグレードとして設定する。 

 

(10) 調達方法、工期にかかる方針 

本事業の機材は、本邦、第三国及び現地（代理店）からが可能である。調達される機材は、

大きく分類して建機系、車両系などに分類することができる。よって競争性を確保する観点

から 2 ロット程度に入札ロット分けを行い、調達を実施する。 
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COVID-19 やウクライナ紛争の影響により、世界的に輸送システムのひっ迫や半導体不足

による機材納期の長期化が生じている。よってそれらを考慮した工程管理を行う。 

 

(11) 調達監理に係る方針 

全ロットの現地納入・引き渡し時期が可能な限り同時期となるように各ロットの調達業者

に対して出荷時期の調整を行う。また、それに対応して常駐調達監理者を派遣し、現地での

円滑な引き渡しが行えるような調達監理業務を実施する。 

 

(12) 安全対策に係る方針 

機材引き渡し、トレーニング等はバトケンの SEK バトケン支社の駐機場で実施する。ただ

し、バトケン州の治安状況によってはビシュケク市内の SEK チュイ支社等の駐機場で実施す

る。また、プラント類については、プラント設置サイトで実施する。 

安全対策として JICA、大使館、実施機関から 新の治安情報を入手し JICA キルギス事務

所が定めた安全行動規範を遵守する。調達業者に対しても治安情報の共有を行うとともに、

同様の行動規範を遵守することを求める。 

 

3-2-2 基本計画（機材計画） 

3-2-2-1 全体計画 

本事業による主な対象作業は、道路の維持管理及び新規舗装である。調達される機材はバト

ケン州で使用するために SEK バトケン支社及び配下の 3 つの DEP に配置される。それぞれ駐

機場及び整備工場を保有しているため維持管理上の問題はない。 

基本的に道路の日常的な補修に用いる機材については、各 DEP に配置し、舗装機材及び災害

普及に用いる機材は、SEK バトケン支社に配置し、各 DEP で共用する計画とする。 

 

3-2-2-2 機材仕様 

機材の基本仕様は、設計方針及び国土交通省土木工事積算基準の舗装工・土工に示される標

準仕様を基に、既存機材仕様と現地での普及度及び、類似案件である過去 3 案件の使用状況を

考慮し検討する。その結果、適当と判断される機材の基本仕様を表 3-2 に示す。 

 

表 3-2 機材基本仕様（案） 

機 材 
対象作業 

基本仕様 
選定理由 

1 アスファルトカッタ 
アスファルト切断 切削深さ 170 mm 

既設舗装の厚さ 50 ～ 100 mm 

2 振動コンパクタ 
路面転圧 重量 60 kg 

一般仕様 

3 ハンドブレーカ 
アスファルト破砕 重量 7 kg 

一般仕様 

4 エアーコンプレッサ 
圧縮空気供給（ハンドブレーカ） 空気吐出量 5.0 m3／分 

ハンドブレーカ× 2 台の消費空気量 

5 アスファルトスプレーヤ 
タックコート、アスファルト散布 タンク容量 200 Lit 

一般仕様 
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機 材 
対象作業 

基本仕様 
選定理由 

6 ハンドガイドローラ 
路面転圧 重量 600 kg 

一般仕様 

7 散水車 
路面散水、ローラ類へ給水 タンク容量 8,000 Lit 

一般仕様、ローラへの給水量 

8 エクスカベータ 
砂利採集、積込、災害復旧の土砂撤去 重量 20 ton 

バケット容量 0.8 m3 普及機種 

9 ホイールローダ 
骨材運搬・積込、災害復旧の土砂積込 バケット容量 2.6 m3 

一般仕様、プラントへの供給量 

10 土工用ローラ 
骨材転圧、未舗装道の転圧 重量 10 ton 

一般仕様 

11 ブルドーザ 
骨材敷き均し、災害復旧の土砂撤去 重量 20 ton 

一般仕様 

12 ダンプトラック 
砂利、骨材、アスファルト合材運搬 積載荷重 15 t 

一般仕様 

13 クレーン付きトラック 
小型機材（パッチング用）運搬 積載荷重 5.0 t 

3 t クレーン搭載 パッチング資機材重量合計 約 3.5 t 

14 トラクタトレーラ 
大型機材運搬 積載荷重 25.0 t 

低床 大型機材重量 約 21 t 

15 移動修理車 
現場修理 4×2、修理機材搭載 

3 t クレーン 現場修理必要機材を搭載 

16 アスファルトプラント 

アスファルト製造 生産能力 35 t/h 

低必要量 

34.5 t/h = 70 m/h× 3.5 m× 6 cm× 2.35 t/m3 

17 骨材プラント 
骨材製造 生産能力 35 t/h 

アスファルトプラント能力と同等 

18 アスファルトフィニッシャ 
アスファルト合材敷き均し 均し幅 4.1 m 

一車線幅 

19 ロードローラ 
路面転圧 重量 10 t 

一般仕様 

20 タイヤローラ 
路面転圧 重量 12 t 

一般仕様 

21 クレーン 
橋梁・構造物の補修 ラフター型 

吊り上げ荷重 25 t 

 

3-2-2-3 機材台数・配置先 

(1) 機材台数・配置先 

「キ」国側が実施する道路維持管理内容、保有機材状況及び本事業の規模を考慮して、各機

材の台数を検討する。舗装道路の日常維持管理は各 DEP で常時実施するため各 DEP へ 1 セッ

トづつ配置する。それらのうち小型機材であるアスファルトカッタ、振動コンパクタ、ハンド

ブレーカは、作業効率と故障頻度を考慮して 2 台/セットとする。 

また、WB とトルコの支援によって各 DEP に調達されている大型機材については、各 DEP へ

の調達ではなくバトケン支社へ配置し、災害復旧への対応、及び各 DEP で機材が不足した時に

共用する。ダンプトラックは、アスファルト舗装工事への運搬距離の往復距離 200km、時速

40km/h から 5 台を配置する。トラクタトレーラは本件の調達機材を運搬するために 1 台をバト
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ケン支社に配置する。モーターグレーダについては、需要が高いものの WB とトルコの支援に

よって調達されているため、本事業での調達機材からは省くこととする。 

表 3-3 に機材台数・配置先を示す。また、各機材の台数・基本仕様については Technical Note

にて SEK と合意を得ている。優先度低の機材、5 台については、必要性はあるが本事業規模か

ら現時点での調達が困難な機材となる。今後、世界情勢に影響を受ける輸送費や為替レートの

変動によって積算や入札時に事業費に残余が生じた場合に調達を検討する。 

 

表 3-3 機材台数・配置先 

機 材（台） DEP2 DEP13 DEP46 
SEK バトケン支社 

合 計 
優先高 優先低 

1 アスファルトカッタ 2 2 2 0 0 6 

2 振動コンパクタ 2 2 2 0 0 6 

3 ハンドブレーカ 2 2 2 0 0 6 

4 エアーコンプレッサ 1 1 1 0 0 3 

5 アスファルトスプレーヤ 1 1 1 0 0 3 

6 ハンドガイドローラ 1 1 1 0 0 3 

7 散水車 0 0 0 1 (2) 1 (3) 

8 エクスカベータ 0 0 0 1 0 1 

9 ホイールローダ 0 0 0 1 0 1 

10 土工用ローラ 0 0 0 1 (2) 1 (3) 

11 ブルドーザ 0 0 0 1 0 1 

12 ダンプトラック 0 0 0 5 0 5 

13 クレーン付きトラック 1 1 1 0 0 3 

14 トラクタトレーラ 0 0 0 1 (1) 1 (2) 

15 移動修理車 0 0 0 1 0 1 

16 アスファルトプラント 0 0 0 1 0 1 

17 骨材プラント 0 0 0 1 0 1 

18 アスファルトフィニッシャ 0 0 0 1 0 1 

19 ロードローラ 0 0 0 1 0 1 

20 タイヤローラ 0 0 0 1 0 1 

21 クレーン 0 0 0 1 0 1 

合 計 10 10 10 18 (5) 48 (53) 

 

(2) プラント配置先 

当初 SEK はアスファルトプラントと骨材プラントを西部のレイレック地区（DEP13 管轄）へ

の配置を要望したが、2022 年 12 月現在、安全上の措置から日本の ODA 関係者の立ち入りが許

可されていない。またタジキスタンの飛び地があるバトケン地区についても同様に立ち入りが

許可されていない。そのため次候補として要望のあるカダムジャイ地区へのプラント設置を

SEK と合意した。カダムジャイ地区のプラント用地は既に SEK の所有となっており、2012 年

～2014 年に OBI 道路改修工事のために中国企業がプラント用地として利用していたが、現在は

プラントが撤去されている。プラントを設置するためには EIA を実施する必要があり、通常 3 ヶ

月程度の期間で EIA レポートの審査・承認が行われる。図 3-1 に既設プラント及び移設候補の

位置図を示す。 
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図 3-1 プラント設置候補地の位置図 

 

3-2-2-4 予備部品 

運転初期に必要となる定期交換部品、消耗部品等の調達を計画する。約 2 年間分相当の稼働

時間・距離となる 3,000 時間（建機）、50,000 km（車両）を対象とした定期整備に必要となる定

期交換部品、消耗部品等一式を計画する。SEK は初期 2 年間の使用状況から次年度以降の部品

調達計画を立案し、自ら調達を実施する。表 3-4 に予備部品（案）を示す。 

 

表 3-4 予備部品（案） 

品 目 数 量 

定期交換部品 

燃料フィルター 

各部品の数量については機材及び

メーカーによって異なるため、各

メーカーから機材仕様の収集後に検

討を行う。金額の目処としては、機

材本体価格の 5～10%程度。 

エアーフィルタ 

エンジンオイルフィルタ 

作動油フィルター 

消耗部品 

バケットツース 

カッティングエッジ 

ブレーキシュー 

V ベルト 

その他 

ヘッドランプ 

ブレーキランプ 

ヒューズ 

油圧ホース 

その他メーカー推奨部品 
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3-2-3 調達計画 

3-2-3-1 調達方針 

(1) 事業実施主体 

本計画が日本国政府の無償資金協力により実施される場合の両国関係機関の体制を図 3-2

に示す。 

 

 
図 3-2 事業実施関係図 

 

本計画の「キ」国側実施機関は、MOTC 傘下の SEK である。我が国の無償資金協力の制度

に従い、実施設計及び調達監理は日本法人のコンサルタントが担当し、本計画の機材調達に

ついても日本法人が主契約者となる。 

 

(2) 相手国政府 

調達した機材を運営・維持管理するのは実施機関となる SEK である。SEK バトケン支社

及び 3 カ所の DEP の駐機場で機材の運営維持管理を行う。 

 

(3) コンサルタント 

E/N 及び G/A 締結後、SEK は速やかに日本のコンサルタントとの間で役務契約（コンサル

タント契約）を締結する。契約したコンサルタントは、本計画の実施設計、入札図書作成、

入札執行補助及び調達監理業務等についてエンジニアリングサービスを提供し、本計画の機

材引渡し完了まで責任を負う。 

 

(4) 機材納入業者 

入札参加資格制限付き一般競争入札により、要求された品質・仕様について審査に合格し、

落札した納入業者はSEKと本プロジェクトで計画された機材の納入に関し契約を締結する。 

 

日本国政府  
「キ」国政府 

日本法人のコンサルタント 

各契約書の認証 
実施機関 

（MOTC・SEK） 

交換公文（E/N） 

機材調達契約 

国際協力機構 

贈与契約（G/A） 

1.設計監理 

・実施設計（入札図書作成） 
・入札補助、機材調達監理 
・検収監理 
・初期操作・運用指導監理 

日本法人の納入業者 

・資機材調達 

・輸送 

・納入、組立、検収 

・据え付け（プラント） 

・操作、取り扱い指導 

コンサルタント契約 

機材調達監理 
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3-2-3-2 調達上の留意事項 

調達される機材は、日本より海上輸送し、中国の天津港もしくは連雲港で陸揚げされる。各

港にて仮通関を行い、その後、内陸輸送され、「キ」国のビシュケクで通関手続きが行われる。 

調達業者が免税措置を受ける際は、船積完了後、調達業者は SEK に船積書類を提出し、SEK

は、これらの書類とあわせて、免税が適用されることが記載された E/N を添付して、免税申請

書を「キ」国関税局に提出する。関税局はこのレターをもって免税許可レターを発行する。こ

の書類の発行手続きにはおよそ 2 週間程度要する。調達業者は、このレターをもって免税で機

材を輸入することが可能となる。 

2023 年 2 月現在、我が国外務省の安全措置により日本人 ODA 関係者がバトケン州のカダム

ジャイ地区以外のバトケン地区、レイレック地区に立ち入ることができない。そのため、この

措置が機材引き渡し時まで継続した場合は、通関手続き後、機材の引き渡しをビシュケク市に

ある SEK 配下の DEP（DEP958 等）で行う。引き渡し後、バトケンまでの機材回送は SEK が行

う。機材は SEK 職員がバトケンまで自走で回送するため、事業費用としては計上しない。 

機材引き渡し時に安全措置が解除され、日本人 ODA 関係者のバトケン地区への立ち入りが

可能となった場合、通関手続き後、機材はバトケンまで輸送され SEK バトケン支社の駐機場で

引き渡される。バトケンまでの内陸輸送・組立までは日本側で行われる。このような輸送条件

で機材調達を行うため、機材納入業者は海上輸送、陸揚げ中、及び内陸輸送中（中国、「キ」国

内）に起こり得る破損、盗難等による瑕疵責任について、「キ」国側との間で齟齬が生じないよ

うに措置する必要がある。 

指定場所に機材が納入された後、納入業者は納入機材全てに関し、組立及び試運転・動作確

認を行い、機材の正常な作動を確認した上で、「キ」国側に機材を引き渡す。また、引き渡し後、

納入業者は SEK に対し、速やかに操作・取り扱い及び点検・整備に関する指導を実施する。 

 

3-2-3-3 調達区分 

納入場所までの輸送費、荷下ろし時の費用を含む機材調達に係る全てのコストは日本側負担

となる。機材の輸入にかかわる全ての税の免除措置はキルギス国側で行う。表 3-5 に両国の負

担区分を示す。 

 

表 3-5 両国政府の負担区分 

項 目 内 容 
負担区分 

備 考 
日本国 ｢キ｣国 

機材調達 機材調達 

海上･陸上輸送 

通関手続き 

内国輸送 

○ 

○ 

〇 

○ 

 

 

○ 

 

通関場所まで 

免税措置を含む 

通関場所以降 

操作指導等 操作指導 

点検整備指導 

○ 

○ 

 

 

 

プラント 

据え付け 

EIA 実施 

用地確保、整地 

基礎、擁壁工事 

据え付け工事 

給水・排水 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 
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一次側電源 

既存プラントの移設 

○ 

○ 

維持管理業務 機材回送 

保管場所確保 

機材維持管理 

 ○ 

○ 

○ 

各 DEP への回送 

 

また、アスファルトプラント及び骨材プラントの据え付けに関する区分は次のとおりである。 

 据え付けのための用地確保、整地及びプラントまでの一次電源と給水・排水工事は「キ」

国側負担で行う。 

 基礎・擁壁設置工事を含む据え付け工事は、日本国側負担で行う。 

 調達機材据え付けに支障となる既設構造物の撤去移設が必要な場合はキルギス国側負担

で行う。 

なお、次の資料は日本国側より事前に「キ」国側に提示される。 

 プラント平面図 

 プラント基礎図 

 給水、排水系統図 

 必要電力量 

 

3-2-3-4 実施設計及び調達監理計画 

(1) 基本方針 

E/N 及び G/A 締結後、無償資金協力の枠組みに基づき E/N に示された業務範囲において、

日本法人コンサルタントが「キ」国政府とのコンサルティング業務契約を結び、実施設計及

び調達監理業務の実施に当たる。コンサルタントは、事業実施の背景、協力内容の策定に係

る概略設計の経緯・趣旨を十分に理解した上で業務に当たることが重要である。 

調達監理者は、機材の仕様詳細・操作方法に明るく、操作指導や点検整備指導の監理業務

経験を有する専門家とする。 

(2) 実施設計業務 

実施設計業務の主要内容は、次の通りである。 

 着手協議、現地確認 

 機材仕様のレビュー 

 入札図書作成 

 入札図書の説明･承認取得 

 入札業務補助（公示、図書配布、入札執行、結果評価） 

 契約促進補助（契約交渉、契約立会い、契約認証手続き） 

 

(3) 調達監理業務 

調達監理業務の主要内容は、次の通りである。 

 機材発注書の発行確認 

 工場検査・出荷前検査 

 船積み前検査（第三者機関へ委託） 

 現地事前打合せ（搬入スケジュール、免税措置確認、初期指導実施要領） 
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 組立、据え付け及び初期操作指導・点検整備指導立会い 

 検収・引渡し 

 完了報告書の作成 

 プロジェクトモニタリングレポート（PMR）作成のサポート 

 

(4) 機材製作期間 

ほぼ全ての調達機材は受注生産になるため、発注から製作・出荷前検査までの製造納期に

ついてメーカーからの見積にて情報収集を行った。ここ 近の世界的な半導体不足から、建

機・車両等、機材の製造が滞っているため、機材・車両の納期が長期化している。メーカー

から得られたダンプトラックの納期 12 カ月を 長とした条件で計画を行う。 

また、各機材は工場出荷前検査において外観検査、性能試験票及び梱包状況の確認をコン

サルタントが実施する。 

 

(5) 船積み前検査 

機材が工場から出荷され、港湾に搬入された時点で第三者検査機関による船積み前検査を

実施する。検査項目は、Packing List（出荷明細書）等の船積み書類の確認と機材の照合で、

内容に相違がなければ検査証及び報告書が発行される。 

船積みはメーカーからの出荷に合わせて行われるが、工場や港湾での保管が困難なため、

船積み前検査についても各機材が港湾に搬入された時点で適宜実施する必要がある。表 3-6

に船積み前検査の実施回数を記す。 

 

表 3-6 想定される船積み前検査回数 

機材名 検査回数 検査場所 

建機系機材 2 回 日本、欧州等 

車両系機材 2 回 日本、欧州等 

プラント機材 2 回 日本、欧州等 

合 計 6 回 － 

 

(6) 最終仕向け地の機材置場及び機材の開梱・組立作業 

プラント以外の機材は、ビシュケク市の DEP（958）の駐機場まで日本側が運搬し、荷下ろ

しを行う。荷下ろし後、開梱し、必要な機材は組み立てを行う。バトケンまでの機材回送は

SEK が実施する。アスファルト及び骨材プラントは、バトケン州のカダムジャイ地区のプラ

ント設置場所まで日本側が運搬し、設置を行う。 

機材引き渡し時に安全措置が解除された場合は、プラント以外の機材はバトケン州バトケ

ン地区の SEK バトケン支社の駐機場まで日本側が運搬し、荷下ろしを行う。荷下ろし後、

開梱し、必要な機材は組み立てを行う。 
 

(7) 検査・引渡し 

機材の現地到着後、調達業者（商社）と「キ」国側により機材の検収をコンサルタント立

会のもと行う。検収内容は、全ての機材に対しての数量、外観、作動確認、付属品及び交換

部品の確認となる。 
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3-2-3-5 品質管理計画 

調達される機材が、契約によって定められた品質・仕様を満たしていることを確認するため

に、調達業務の各段階において、コンサルタントは下記の検査を実施する。 

 機材製造工場における出荷前検査 

 船積み前検査 

 機材引渡し時の検査 

 

本事業は機材の調達案件であるため、機材引き渡し 1 年後の瑕疵検査は実施しない。ただし、

正常な使用状態で機材が故障した場合の製品保証（1 年間）を付与する。 

 

3-2-3-6 機材調達計画 

(1) 調達先 

「キ」国では主に日本・欧米メーカー製、韓国、中国製の建設機械・大型車両が普及して

いるが、品質と性能面から SEK は、日本・欧米メーカー製の機材を強く要望している。各

入札時に 2 社以上の競争性を確保できる機材は日本製とし、日本製が確保できない場合は欧

米及びその他第三国製も調達先とする。また、迅速なアフターサービス及び部品供給が可能

となるように「キ」国に代理店を有することが好ましい。 

 

(2) キルギスにおける建設機材と大型車両代理店情報 

「キ」国には表 3-7に示す建設機材と大型車両の正規代理店があり、これらの代理店には、

部品庫を所有しており、消耗品、交換部品等は、常時購入することが可能である。そのため、

本事業で機材整備後において、適切なアフターサービスを受けることが可能である。 

 

表 3-7 代理店情報 

メーカ名 代理店名 取り扱い機材 

日立建機 Eurasian Machinery Kyrgyztan 

st. Kalyka-Akieva, 95、Bishkek 720054, Kyrgyzztan 

建設機械 

Excavator, Wheel Loader 

コマツ IKO Machinery, LLC (Kyrgystan) 

601, Lev Tolstoy str., 36/K Bishkek, Kyrgyz Republic 

建設機械 

Excavator, Wheel Loader 

CAT BORUSAN CAT 

153 Kok-Zhaiyk str. 720040, Bishkek, Kyrgyz  

建設機械 

Excavator, Wheel Loader 

LIBHEER IPC Machines LLP Kyrgyztan 

A Member of CIS Equipment Group 

Almatinskaya str. 203,Bishkek 

建設機械 

Excavator, Wheel Loader 

BOMAG ASIA AVTO ROSS 

38A, Ankara str. VPZ, 720048,Bishkek 

建設機械 

Excavator, Wheel Loader 

いすゞ 

MAN 

LKW CENTER 

Address: Bishkek city, Sadygaliev street 1A.  

いすゞ自動車、MAN Truck 

日野 HinoTrucks Kazakhstan 

Almaty, Kazakhstan, 050000 Kuldzha tract, 26/1 

日野トラック 
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(3) 調達ルート 

ウクライナ紛争に起因するロシア経済制裁の為、従来利用していたシベリア鉄道による日

本からキルギスまでの輸送は現在利用が困難な状況となっている。代替えルートして以下を

計画する。 

建設機械および車両などの機材は、日本港～中国天津港まで海上輸送し、天津港からビシ

ュケク市内トラックターミナルまでは中国国内をトラクタトレーラで輸送する。トラックタ

ーミナルで通関後バトケンの SEK バトケン支社の敷地へ運び、引き渡すこととなる。 

必要な日数は下記のとおり。 

① 日本港～中国天津港 6 日 

② 天津港での出荷待ち 10 日 

③ 天津港～ビシュケクトラックターミナル 14 日 

④ 通関 2 日 

⑤ トラックターミナル～バトケン市内 3 日 

合計 35 日 

 

部品等のコンテナ貨物は、日本港～中国連雲港経由の鉄道輸送となりビシュケク市内

Alamedin 駅まで輸送し通関する Alamedin 駅で通関後バトケンの SEK バトケン支社の敷地へ

運び、引き渡すこととなる。 

① 日本港～中国連運港 4 日 

② 天津港での出荷待ち40～60 日（現在貨物が渋滞している） 

③ 連運港～ビシュケク Alamedin 駅 15‐17 日 

④ 通関 2 日 

⑤ トラックターミナル～バトケン市内 3 日 

合計 64‐86 日 

 

3-2-3-7 初期操作指導・運用指導等計画 

全ての調達機材に対して、機材の適切な操作方法及び日常点検、定期点検についての指導を

行う。トレーニングはバトケンのSEKバトケン支社の敷地内で実施する。プラントについては、

プラント設置サイトで行う。表 3-8 に初期操作指導・運用指導計画を示す。 

 

表 3-8 初期操作指導・運用指導等計画 

項  目 建機系機材 車両系機材 プラント 

指導方法 実機を用いて操作方法及び整備のトレーニングを行う 

内  容 実際の工事と同様の各部作動をオペレータ・運転手に指導し実技を行う 

作業前点検、作業後の清掃・整備、定期点検の指導を行う 

要  員 メーカーからの指導員 1～2 名 

工  程 
操作運用：1-2 日 操作運用：1-2 日 操作運用：7 日 

点検整備：1-2 日 点検整備：1-2 日 点検整備：3 日 
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3-2-3-8 ソフトコンポーネント計画 

SEK は本事業で調達を計画する機材について、運用・維持管理の経験があるためソフトコン

ポーネントは実施しない。 

 

3-2-3-9 実施工程 

本事業は、我が国の無償資金協力に基づき実施され、その工程は表 3-9 のようになる。 

 

表 3-9 事業実施工程 

 
 

3-2-4 安全対策計画 

外務省海外安全ホームページにおける対象地域（バトケン州）の危険度はレベル 2（不要不急

の渡航は止めてください。）である。なお、一部レベル 3 に該当するレイレック地区には立ち入

らないこととする。また 2023 年 2 月現在、バトケン市を含むバトケン地区への立ち入りも制限

されているため、機材引き渡し時も立ち入り禁止が継続した場合は、ビシュケクで引き渡しを

行う。立ち入り制限が解除され、バトケンで引き渡しを行う場合、機材引き渡し場所は SKE バ

トケン支社・DEP2 となる。バトケン支社の周囲は高さ約 2.5m の塀で囲まれており、鋼製門扉

は夜間施錠される。また門扉内側にある詰所には 24 時間体制で警備員が常駐している。また、

宿泊先ホテルについても周囲の塀、鋼製門扉があることを確認した。表 3-10 に想定されるリス

クと対策の概要を示す。 
 

表 3-10 安全対策 

想定されるリスク 対  策 

デモなどから派生する

暴動に巻き込まれる 
 JICA 事務所、大使館、実施機関など多方面からの情報を収集し、

デモ予定日を把握するとともに、当日は状況を見極めたうえで外

出の是非を判断する 
 予期せぬデモに遭遇した場合は、速やかにその場を離れる 

過激派組織等のテロに

巻き込まれる 
 宿泊先は JICA 事務所で安全対策が確認されたホテルとする。ま

た、レストランの利用も JICA 事務所の作成したリストに従う 

日本国

「キ」国

実行協議・閣議決定・交換公文締結

コンサルタント契約・認証

実施設計・入札図書作成

入札業務

業者契約・認証

機材製作・船積み前検査

機材輸送

プラント組み立て

作動確認、試運転・引渡し

初期操作・運用指導

凡　　例　E/N：交換公文締結、　G/A：贈与契約、　V/C：契約認証、　T/N：入札公示

会計年度
2025年度2024年度2023年度

2025年度2024年度2023年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月
　項目

2023年

3 45 6 7 8 9 10 2 3 45 6 7 8 9 10

日
本
国
側
実
施
事
項

実
施
設
計

入
札
業
務

調
達
監
理

1111 12 1 2

事業実施区分：新制度による単年度

2024年 2025年

5 6 7 8 912 1

E/N&G/A

V/C

T/N

V/C

単年度（2022年度） 24カ月

「キ」国政府G/A批准手続
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 夜間の外出は極力避ける 
 渡航者向けの JICA 安全対策研修・訓練を受講し、遵守する 

タジキスタンなどとの

紛争 
 国境付近には立ち入らいない 
 紛争の情報を得た場合はすぐに州外（オシュ）に退避する 
 夜間を含め移動用の車両を常に確保する 

 

3-3 相手国側分担事業の概要 

本プロジェクトが我が国の無償資金協力で実施される場合の「キ」国側分担事項は、以下の

とおりである。 

 銀行取極め（B/A）に基づく、本邦銀行に対する銀行取極め手数料の支払い 

 本計画に従事する日本人の業務遂行のための「キ」国への入国・滞在時及び政府関係機

関訪問に係わる便宜供与 

 本計画に従事する日本人及び日本法人に対する関税及びその他国内税の免除 

 本計画に係わる調達機材の通関業務に必要となる書類の作成、免税措置 

 調達機材の運用に係る予算及び人員の確保 

 機材駐機場の整備（ガレージ、部品倉庫、整備工場） 

 調達機材の適正かつ効果的な使用及び維持管理の実施 

 本計画に関し、無償資金協力として日本側が負担する以外の全ての費用負担 

 

実施に係る便宜供与、免税措置に関しては、「キ」国による無償資金協力（道路機材、橋梁等

のプロジェクト）の受入実績からも問題はないと考えられる。また、必要な予算措置・人員配

置についても SEK で計画を進めているため、実施可能であると考えられる。 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 実施体制及び能力 

本事業が実施された場合、以下に示す新規人員が必要となる。 

 

表 3-11 必要な新規人員 

機 材 人員（人） 

舗装の日常維持管理用小型機材 9 

その他大型建機・車両 16 

アスファルト・骨材プラント 10 

合 計 35 

 

調達予定機材の運用に 35 名の人材が必要となる。これらは社内の配置転換や新規採用で確保

するが、SEK では公社化する前の過去 3 案件でもこれ以上の規模の人材を確保した実績を持つ

ため、十分実施可能であると考えられる。機材のメンテナンスは、従来同様に各機材のオペレー

タ・運転手が実施する。 

公社化した SEK では、従来から 50-100%給与が上がっており、人材採用についても積極的に

実施していく。基本的にエンジニアは大卒の土木系・機械系の人材を採用し、メカニックやオ
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ペレータ・運転手は、機械系専門学校の新卒者を採用する予定としている。従来のベテラン社

員が新規に採用される若手社員を OJT によって指導することによって技術継承及び人材育成は

可能であると考えられる。 

従来からの職員は調達機材に関する取扱い・操作の技術能力は有しているためソフトコン

ポーネントは実施しない。 

 

3-4-2 運営・維持管理計画 

(1) 機材の維持管理費について 

導入予定の道路維持管理機材は、使用開始から 5 年以内は重整備（エンジン、トランスミ

ッション、油圧制御装置、油圧モーター等のオーバーホール）の発生頻度は低いため、主な

維持管理業務は、定期点検と軽微な整備（消耗部品の調整・交換）であると想定される。重

整備が必要な場合は、特殊機材や工具が必要なことから、メーカーへの外注で対応すること

とする。 

 

(2) 機材の稼働時間・走行距離数 

1) 建設系機材（モーターグレーダ、ホイールローダ等）の稼働時間 

建設系機材の平均的な年間の稼働時間を 3,000 時間とする。 

 

2) 車両系機材（ダンプトラック、トラクタトレーラ等）の走行距離数 

車輛系機材の平均的な年間の走行距離を 50,000km とする。 
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3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

(1) 日本側負担経費 

本プロジェクトは、我が国の無償資金協力の取り決めに従って実施され、事業費は本プロジェ

クトに対する交換公文締結前に決定される。 

 

(2) キルギス側負担経費  

費  目 経 費 

 USD 万円 

銀行取極め手数料 4,990 67 

合 計 4,990 67 

 

(3) 積算条件 

① 積算時点 ： 現地調査帰国月 2022 年 8 月とし、積算に使用する為替は、帰国月

の 1 か月前の月 2022 年 7 月末から 3 カ月遡り、2022 年 5 月 1 日か

ら 2022 年 7 月 31 日までとする。 

 

② 為替交換レート ： 現地調査より帰国した前月末日を起算日とした過去 3 カ月（2022

年 5 月 1 日～2022 年 7 月 31 日）の各通貨交換レートは下記のとお

りである。 

  米ドル対日本円の交換レート：US$1.00 = 134.26 円 

  

③ 調達期間 ： 詳細設計、機材調達の期間は、施工工程に示したとおり。 

 

④ その他 ： 積算は、日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うことと

する。 

 

3-5-2 運営・維持管理費 

(1) 人件費 

調達機材の稼働のために新規に必要となる人員は、機材オペレータ、運転手の 35 名であり、

必要な年間の人件費は、10,500 千 som となる。 

 

(2) 燃料・油脂費及び機材維持修理費 

調達機材の稼働のために必要とされる燃料・油脂費用は年間 16,857 千 som と見積もられ

る。また、維持修理費は年間 10,155 千 som と見込まれるが、稼働初期 2 年間は本事業で調達

する予備部品があるため、修理費用はほとんど発生しない。 
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表 3-12 年間の燃料・油脂費の概算 

 

 

  

仕様
稼働
時間

(kW) (h/年)
(L/

kW･h･台)
(L/h･台) (L/年･台) (L/年)

1 アスファルトカッタ 5 6 320 0.227 1.1 363 2,179

2 プレートコンパクタ 3 6 320 0.346 1.0 332 1,993

3 ハンドブレーカ - 6 - - - - -

4 エアーコンプレッサ 36 3 320 0.187 6.7 2,154 6,463

5 アスファルトスプレーヤ 5 3 320 0.227 1.1 363 1,090

6 ハンドガイドローラ 4 3 410 0.231 0.9 379 1,137

7 散水車 140 1 550 0.044 6.2 3,388 3,388

8 エクスカベータ 125 1 690 0.153 19.1 13,196 13,196

9 ホイールローダ 127 1 520 0.153 19.4 10,104 10,104

10 振動ローラ 97 1 320 0.160 15.5 4,966 4,966

11 ブルドーザ 165 1 750 0.015 2.5 1,893 1,893

12 ダンプトラック 235 5 830 0.043 10.1 8,387 41,936

13 クレーン付きトラック 140 3 760 0.043 6.0 4,575 13,726

14 トラックトレーラ 257 1 630 0.075 19.3 12,143 12,143

15 移動修理車 180 1 760 0.043 7.7 5,882 5,882

16 アスファルトプラント 191 1 650 0.560 107.0 69,524 69,524

17 骨材プラント 123 1 720 0.560 68.9 49,594 49,594

18 アスファルトフィニッシャ 54 1 400 0.147 7.9 3,175 3,175

19 ロードローラ 83 1 360 0.118 9.8 3,526 3,526

20 タイヤローラ 54 1 360 0.085 4.6 1,652 1,652

21 クレーン 196 1 720 0.088 17.2 12,419 12,419

合　計 48 259,986

積算条件

： 燃料消費量は、「建設機械等損料表（日本建設機械化協会）」による

： ディーゼル燃料価格：64.2 som/Litter ( 2022/7月現在）

： 1 som = 1.63 円（2022.8現在）

som 円

som 円

som 円

No. 機材名 台数
燃料消費量

年間燃料費 16,691,085 27,206,468

年間燃料・油脂費 16,857,996 27,478,533

年間油脂費〈燃料費の１％） 166,911 272,065
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表 3-13 年間の機材維持管理費の概算 

 
 

(3) 運営・維持管理費 

上記より調達機材の稼働のために必要となる運営・維持管理費は、年間 37,512 千 som（約

6,114 万円）と見積もられる。SEK はこの見積額を加算した年間予算を策定し、MOTC に申請

する。本件より規模の大きな過去の類似案件においても、MOTC は予算と人員を確保した実

績があるため、本件においても問題ないと考えられる。  

仕様 台数
維持修理

比率

日本国
標準使用

年数

「キ」国
標準使用

年数

年間維持
修理比率

維持修理費
/年･台

維持修理費
/年

(kW) (%) (年) (年) (%) (円) (円)

1 アスファルトカッタ 5 6 35.0 7.5 7.5 4.67 22,307 133,840

2 プレートコンパクタ 3 6 45.0 6 6 7.50 12,450 74,700

3 ハンドブレーカ - 6 25.0 5.5 5.5 4.55 4,045 24,273

4 エアーコンプレッサ 36 3 25.0 13 13 1.92 75,096 225,288

5 アスファルトスプレーヤ 5 3 45.0 4.8 4.8 9.38 101,063 303,188

6 ハンドガイドローラ 4 3 25.0 13.5 13.5 1.85 17,981 53,944

7 散水車 140 1 35.0 12 12 2.92 268,946 268,946

8 エクスカベータ 125 1 30.0 9 9 3.33 591,700 591,700

9 ホイールローダ 127 1 45.0 12 12 3.75 781,875 781,875

10 振動ローラ 97 1 35.0 13 13 2.69 476,296 476,296

11 ブルドーザ 165 1 40.0 11.5 11.5 3.48 1,045,217 1,045,217

12 ダンプトラック 235 5 45.0 19.5 19.5 2.31 212,100 1,060,500

13 クレーン付きトラック 140 3 40.0 12.5 12.5 3.20 341,664 1,024,992

14 トラックトレーラ 257 1 25.0 11.5 11.5 2.17 576,109 576,109

15 移動修理車 180 1 45.0 12.5 12.5 3.60 707,508 707,508

16 アスファルトプラント - 1 40.0 10 10 4.00 5,609,160 5,609,160

17 骨材プラント - 1 24.0 16 16 1.50 1,407,195 1,407,195

18 アスファルトフィニッシャ 54 1 30.0 11 11 2.73 632,591 632,591

19 ロードローラ 83 1 25.0 14.5 14.5 1.72 227,138 227,138

20 タイヤローラ 54 1 30.0 14.5 14.5 2.07 293,731 293,731

21 クレーン 196 1 25.0 12 12 2.08 1,034,750 1,034,750

合　計 48 16,552,941

積算条件

： 建設機械等損料表（日本建設機械化協会）による

： 機材価格：基準価格もしくは見積もり価格（CIF）

： キルギス国標準使用年数＝日本国標準使用年数とする

： 年間維持修理比率＝（維持修理比率）÷（キルギス国標準使用年数）

： 年間維持修理費＝（機材価格）×（年間維持修理比率）

： 1som＝1.63円（2022.8現在)

som 円年間維持修理費 10,155,179 16,552,941

機材名No.
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第 4 章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

事業実施の前提条件となる相手国負担事項等は、表 4-1 に示す通りである。 

 

表 4-1 事業実施のための前提条件 

項 目 内 容 備 考 

先方負担事項  実施に係る便宜供与、免税措置に関しては、「キ」国による

無償資金協力（道路機材、橋梁等のプロジェクト）の受入

実績からも問題はないと判断される 
 

 SEK バトケン及び 3 つの DEP には駐機場、ガレージ、整

備工場が既存施設として備えられている 
 

 その他、無償資金協力に係る事務的な手続きについて監督

省庁である MOTC は、多くの実績を持ち、スキームや手続

きを熟知しているため、問題ないと判断される 

「3-3 相手国側分

担事業の概要」参照。 

 

4-2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

本計画により調達予定の機材を有効活用し、プロジェクトの全体計画を達成するために必要

な相手方投入（負担）事項を表 4-2 に示す。 

 

表 4-2 相手方投入（負担）事項 

項目 内 容 備 考 

1 機材を運営維持管理するための予算措置 － 

2 機材管理者、オペレータ・メカニック等、必要人員の配置 配置転換、新規採用 

 

4-3 外部条件 

プロジェクトの効果を発現・持続させるための外部条件は表 4-3 の通りである。 

 

表 4-3 外部条件 

項 目 内 容 外部条件 

上位目標 対象地域の道路状況が改善される － 

プロジェクト

目標 

対象地域の道路が適切に維持管理される  SEK バトケン支社による適切

な道路維持管理が継続される 

成 果 対象地域に道路維持管理機材が整備される  無償資金協力 

活 動 
 SEK による道路の維持管理及び舗装の実施 

 機材の運営維持管理の実施 

 必要な人員・予算が確保される 

 必要な人員・予算が確保される 
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4-4 プロジェクトの評価 

4-4-1 妥当性 

本プロジェクトは、プロジェクト完了後に発現する効果の程度を考慮し、無償資金協力によ

る協力対象事業として実施することは、以下の観点から妥当であると判断する。 

 国家開発戦略（2018～2040）では道路分野について、①質の高い道路の必要性、②毎年

200km の国際道路を含む 550km の道路補修、③毎年 500km の国際道路の改修、④有料道

路の導入検討、⑤道路補修に必要な材料と労働力の国内調達が上げられている。またバ

トケン州については、“公共投資を灌漑システムの復旧と建設及び輸送とエネルギーイン

フラの建設と近代化に注力”、“近隣諸国との境界画定と分界に関する作業を継続”、“バ

トケン市及びバトケン－オシュ間の交通安全確保のための交通インフラの改修”を上げ

ている。また、同開発戦略を受けた 2026 年までの国家開発計画では、バトケン州の開発

を重視する方針を打ち出し、新規道路、特にウズベキスタンやタジキスタン領の飛び地

を迂回するバイパスの建設や、既存道路のリハビリテーションを行動計画に組み込むな

ど、道路網の整備を進めることとしている。よって本プロジェクトによるバトケン州の

道路維持管理及び舗装機材の整備は、これらに貢献するものと位置づけられる。 

 

 我が国が「キ」国政府の方針に沿う形で、対キルギス国別援助計画で定められた重点分

野の一つである「運輸インフラ維持管理と地域内格差の是正」に向け、道路維持管理に

重点を置いた協力を続けていることとも本プロジェクトは合致する。 

 

4-4-2 有効性 

(1) 定量的効果 

本プロジェクトの実施により、SEK バトケン支社が管轄する道路の維持管理状態が改善す

る直接効果が得られると考えられる。効果指標としては、本プロジェクトに関連しない外注

による道路維持管理を含めず、SEK 直営による作業量を成果値とする。 

定量的効果については、2021 年を基準年とし、事業完成（2025 年）後 3 年の 2028 年を目

標年として目標値を設定する。プロジェクトの実施により期待される定量的効果を表 4-4 に

示す。 

 

表 4-4 定量的効果 

指標名 基準年（2021 年） 目標年（2028 年） 

ポットホール等の補修（パッチング）面積（m2/年） 6,930.5 13.861.1※1 

新規アスファルト舗装（km/年） 12.0 24.0※2 

未舗装道路の整備（km/年） 375.3 500.4※3 
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【目標値算定の条件】 

※1：各 DEP の平均パッチング施工実績（2021 年）＝2,310.2m2/年 

 3 つの DEP にパッチング施工機材が 1 セットが整備されるため 

  （2,310.2 m2/年×3 セット）＋6,930.5 m2/年＝13,861.1 m2/年 

 

※2：施工実績及びアスファルトプラントの能力から年間舗装距離は 

  100m/日×20 日/月×6 月/年（5～10 月）＝12,000 m/年 

  12.0 km/年＋12.0 km/年＝24.0 km/年 

 

※3：各 DEP の平均未舗装道路整備実績（2021 年）＝125.1 km/年 

 SEK バトケン支社に未舗装道路整備機材１セットが整備されるため 

  （125.1 km/年×1 セット）＋375.3 km/年＝500.4 km/年 

 

 

(2) 定性的効果 

本計画における定性的効果は以下の通りである。 

① 適切な道路整備が行われることにより、道路の走行性・安全性が向上する 

② 未舗装道路の舗装化及び未舗装道路の整備により、移動時間が短縮される 

③ 洪水などの災害復旧による、交通遮断の期間が短縮される 
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１．調査団員氏名・所属 

 

氏 名 担 当 所属組織 

1 
木全 俊雄 

KIMATA Toshio 
総括／団長 （独）国際協力機構（JICA） 
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２．調査日程 

（１）準備調査報告書（案）説明調査 

 

1 12月3日 土 仁川

2 12月4日 日 ビシュケク

8 12月10日 土 機内

9 12月11日 日 －

12月6日

月

業務主任／機材運営・維持管理／道路維持管理
　小林　聖仁　KOBAYASHI Kiyohito（KEI）

MOTC報告書説明、M/D協議

調査団員

MOTC M/D協議

ビシュケク
資料作成

3 ビシュケク

4

11:55仁川KC910→15:40アルマティ　18:05KC109→19:00ビシュケク

5 12月7日 水

16:30成田OZ105→19:05仁川
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資料作成

総括／団長（オンライン参加）
　木全　俊雄　KIMATA Toshio（JICA）

7 12月9日 金
8:30MOTC大臣面談
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機材計画1
　堀江　英彦　HORIE Hidehiko（KEI）

6 12月8日 木
M/D確認

資料作成

火

12月5日
10:00運輸通信省（MOTC）協議　11:00道路公社（SEK）報告書説明

16:00JICA事務所打合せ

ビシュケク
15:00大使館報告

10:05ビシュケクKC110→20:55アルマティ　1:20KC909→

→10:00仁川　12:35OZ106→14:55成田

協力企画（オンライン参加）
　太田　雄己　OTA Yuki（JICA） 宿　泊

ビシュケク
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 First Deputy Minister Mr. Kayinbaev Nurlanbek 

運輸通信省 (Ministry of Transport and Communications) 

 Donor Projects Adviser Mr. Mamaev Kubanychbek 

運輸通信省・道路維持管理局 (Ministry of Transport and Communications・Road Maintenance 

Department) 

 Deputy Director Mr. Sodombaev J. 

 Head, Assets Management Division Mr.Usenbekov A. 

キルギス道路公社 (State Enterprise “Kyrgyz Avto Jol”) 

 Director Mr. Nurmanbetov Kadyrbek 

 Head, Mechanics and Supply Division Mr. Jumaliev Kubanychbek 

 Deputy Head, Mechanics and Supply Division Mr. Muratov Alisher 

キルギス道路公社・タラス支社・道路維持管理事務所 19 (State Enterprise “Kyrgyz Avto Jol”・

Talas Branch・DEP 19（タラス支社） 

 Director Mr. Kudakeev Islam 

 Chief Engineer Mr. Bekzat Uulu Adilet 

キルギス道路公社・ジャララバード支社・道路維持管理事務所 52 (State Enterprise “Kyrgyz 

Avto Jol”・Jalal-Abad Branch・DEP 52（ジャララバード支社） 

 Director Mr. Janseitov Almazbek 

 Chief Engineer Mr. Ajykulov Nurgazy 

キルギス道路公社・ナリン支社・道路維持管理事務所 8 (State Enterprise “Kyrgyz Avto Jol”・

Naryn Branch・DEP 8 （ナリン支社） 

 Director Mr. Asanbaev Niyazbek  

 Head, Maintenance division Mr. Kydyrbaev Kanat 

 Head, Workshop Mr. Duisheev Kubanychbek 

キルギス道路公社・オシュ支社 (State Enterprise “Kyrgyz Avto Jol”・Osh Oblast Branch) 

 Director Mr. Murzakabylov Mirbek 

コチコール アスファルトプラント (Kochkor Asphalt Plant) （ナリン州） 

 Head Mr. Irsaliev Adilet 

 Crusher operator  Mr. Amanov Duishyon 

 Asphalt plant operator Mr. Kojonaliev Almaz 

タラス アスファルトプラント (Talas Asphalt Plant) 

 Head Mr. Batyrbashev Zamir 

 Chief Mechanic Mr. Saparov Islam 

バトケン アスファルトプラント (Batken Asphalt Plant) 

 Head Bakyt Aidarov 
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組 織・役 職 氏 名 

キルギス道路公社・バトケン支社(State Enterprize “Kyrgyz Avto Jol”・Batken Branch) 

 Director Mr. Usenov Ashym  

 Deputy Director Mr. Ergeshov Nurgazy 

キルギス道路公社・バトケン支社・道路維持管理事務所 2 (State Enterprise “Kyrgyz Avto 

Jol”・Batken Branch・DEP 2) 

 Head Mr. Mamayunus Uulu Avazbek 

キルギス道路公社・チュイ支社・道路維持管理事務所 958 (State Enterprise “Kyrgyz Avto 

Jol”・Chuy Branch・DEP 958 

 Chief Engineer Mr. Kubanychbekov Temirlan 

 Chief Mechanic Mr. Torokulov Edil 

トクモクアスファルトプラント・Tokmok Asphalt Plant （チュイ州） 

 Head Mr. Kuikeev Muratbek 

バルスコーンアスファルトプラント・Barskoon Asphalt Plant （イシククリ州） 

 Operator Mr. Toktosunov S. 

キルギス道路公社・イシククリ支社 (State Enterprise “Kyrgyz Avto Jol”・Yssyk-Kol Branch） 

 Chief Mechanic Mr. Musakunov B. 
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番号 名 称 形 態 
ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ 

ｺﾋﾟｰ 
発行機関 発行年 

1 Organization Chart of MOTC 資料 
ｺﾋﾟｰ(電子

ﾃﾞｰﾀ) 

キルギス 

運輸通信省 
2022 年 

2 
Organization Chart of State Enterprise 

“KyrgyzAvtoJol” 
資料 

ｺﾋﾟｰ(電子

ﾃﾞｰﾀ) 

キルギス 

道路公社 
2022 年 

3 
Equipment List of State Enterprise 

“KyrgyzAvtoJol” 
資料 

ｺﾋﾟｰ(電子

ﾃﾞｰﾀ) 

キルギス 

道路公社 
2022 年 

4 OBI Road Detour Route Plan 地図 
ｺﾋﾟｰ(電子

ﾃﾞｰﾀ) 

キルギス 

道路公社 
2021 年 

5 National Development Program until 2026 図書 
ｺﾋﾟｰ(電子

ﾃﾞｰﾀ) 
キルギス政府 2021 年 

6 Disaster Map in Kyrgyz 地図 
ｺﾋﾟｰ(電子

ﾃﾞｰﾀ) 

キルギス 

非常事態省 
2021 年 

7 Disaster Map in Batken 地図 
ｺﾋﾟｰ(電子

ﾃﾞｰﾀ) 

キルギス 

非常事態省 
2021 年 

8 
UNDP-in-Kygyzstan-Gender-Equlaity-Strategy

-2018-2022_6May2019 
図書 

ｺﾋﾟｰ(電子

ﾃﾞｰﾀ) 
UNDP 2019 年 

9 
18th Transport Sector Coordination Committee 

Meeting 
資料 

ｺﾋﾟｰ(電子

ﾃﾞｰﾀ) 

キルギス 

運輸通信省 
2019 年 

10 
National Development Strategy of the Kyrgyz 

Republic for 2018-2040 
図書 

ｺﾋﾟｰ(電子

ﾃﾞｰﾀ) 
キルギス政府 2018 年 
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